
令和５年度 山形市健康医療先進都市推進協議会 幹事会 
  

               日 時：令和５年９月２８日（木） 
                      午後２時００分～午後３時３０分 

              場 所：山形市保健所 視聴覚室 
                 （霞城セントラル３階）           

 
 
 

次   第 
１ 開会 
 
２ 健康医療部長あいさつ 
 
３ 報告 
  (１)健康医療先進都市の推進に向けた山形市の取組について 
   ①シンクタンクの取組について 資料１、資料１－２ 

   ②山形市健康ポイント事業ＳＵＫＳＫ（スクスク）について 資料２ 
   ③減塩対策について 資料３ 

   ④受動喫煙防止対策について 資料４ 

 
     (２)「山形市健康づくり２１」計画推進の進捗状況及び市の健康 

づくりに関する取組状況について 資料５ 

 
４ 協議 
  (１)今後の取組について 資料６ 

 
  (２)山形市健康づくり２１の次期計画策定について 資料７ 

 
  (３)その他 
 
５ その他 
 
６ 閉会 



良い会議にするために、次のことを確認してください。

　　　　本日の会議の種類

☑　報告　【　情報共有　】

☑　協議　【　意志決定　・　問題解決　・　調整　・その他（　　　　　　）】

□　意見交換　

□　その他（　　　　　　　　　　　　　）

　　　　※最初に参加者全員で確認し、会議の目的を明確にしましょう。

 

〇対話（ダイアローグ） 
 ・私たちと思う 

 ・耳を澄ませて聴く 

 ・否定も断定もしない 

 ・答えは一つと思わない 

 ・沈黙を歓迎する 

 ・全員のアイデアをつなげる 

 ・心の変容を許し、考えが変わる 

 

結果 

一人ひとりの存在が尊重され、みんながかけがえのない 

仲間になる。 
 

人前で喋ることが苦手な人、理論的に喋れない人も語り 

やすく楽しい。 

 

 

 

 

 

 

 

△討論（ディベート）的思考だと起きやすいこと
・私はあなたと距離を置く 

・反論材料を探すために聴く 

・自分を断定、相手を否定 

・答えは一つと思い込む 

・隙をついて自分が喋る 

・相手のアイデアとは繋がらない 

・考え方が変わらない 

 

結果 

自分と意見が合う人ばかりで固まり、分断が起きる。 

 

声が大きい人、理論的な人が時間を席巻し、それ以外の人が黙

り込む。 

 

 

※ 自分の発する言葉と相手の発する言葉を「私たちの財産」と思い、俯瞰し、混ぜ合わせ、新しい気づきに結びつけること

が必要です。 



山形市健康医療先進都市推進協議会委員及び幹事　名簿

任期：令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで

役職名 氏名 役職名 氏名

学識
経験者

1 山形大学大学院医学系研究科
医療政策学
講座教授 村上　正泰

医療政策学
講座教授 村上　正泰

2 山形市医師会　 会長 金谷　透 副会長 篠原　正夫

3 山形市歯科医師会　 会長 小関　陽一 理事 工藤　理子

4 山形市薬剤師会　 会長 筒井　伸 会長 筒井　伸

地域福祉 5 山形市社会福祉協議会　 常務理事 髙瀨　謙治 事務局長 佐藤　貴司

6 山形市自治推進委員長連絡協議会　 会長 宮舘　照彦 会長 宮舘　照彦

7 山形市体育振興会連合会　 副会長 横山　一則 副会長 横山　一則

8 山形市PTA連合会 副母親委員長 渡邊　玲子 副母親委員長 渡邊　玲子

9 山形市老人クラブ連合会　 会長 藤澤　睦夫 会長 藤澤　睦夫

10 山形市食生活改善推進協議会　 会長 星野　みち子 副会長 伊藤　美智子

11 山形市健康づくり運動普及推進協議会　 会長 齋藤　啓子 会長 齋藤　啓子

12 山形市スポーツ協会 会長 逸見　良昭
常務理事

兼事務局長 工藤　正広

産業・産業
保健関係機関 13 山形商工会議所 会頭 矢野　秀弥 理事・事務局長 橋本　善彦

健康保険
組合等 14 全国健康保険協会　山形支部 支部長 丹野　晴彦 支部長 丹野　晴彦

15 小学校校長会
養護教諭部会
部会長(第７小) 原田　健男

養護教諭部会
部会長(第７小) 原田　健男

16 中学校校長会
会長

（第５中）
齋藤　真一

会長
（第５中）

齋藤　真一

17 山形市民間立保育園・認定こども園協議会 運営理事 撫養　みず紀 会長 工藤　直也

事務局

所 属 名 役　職 氏　名

健康医療部 部長 伊藤　哲雄

健康増進課 課長 後藤　好邦

健康増進課 課長補佐 山川　修

健康増進課
ＳＵＫＳＫ推進

調整主幹 柴崎　麻実

健康増進課
課長補佐(健康栄養

担当)兼健康栄養係長 畠山　浩美

保健総務課
課長補佐

兼総務企画係長 長澤　明彦

健康増進課ＳＵＫＳＫ推進係 ＳＵＫＳＫ推進係長 大場　俊幸

健康増進課ＳＵＫＳＫ推進係 主任 佐藤　大地

健康増進課ＳＵＫＳＫ推進係 主任管理栄養士 原田　さよ莉

健康増進課ＳＵＫＳＫ推進係 主任歯科衛生士 千葉　靖子

健康増進課ＳＵＫＳＫ推進係 保健師 小林　桜子

幹事会出席者

保健医療

地区組織等

体育及び健
康に関する

団体等

教育・
保育関係

分野 団体名
協議会委員

番号



山形市健康医療先進都市推進協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 健康医療先進都市の実現に向けて、「健康」及び「医療」を核とした、健康寿命の延伸を

目指した予防の取組並びに山形市民の実態に基づいた対策（SUKSK 生活）及び「山形市健康づ

くり２１」の推進を円滑かつ効果的に図るために必要な事項を協議するため、山形市健康医療

先進都市推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（協議事項等） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１）健康医療先進都市の推進及びその支援体制に関すること。 

（２）山形市民の実態に基づいた対策（SUKSK 生活）の推進及びその支援体制並びに普及啓発

に関すること。 

（３）「山形市健康づくり２１」の推進及びその支援体制並びに普及啓発に関すること。 

（４）その他市民の健康づくりのために必要と認められる事項に関すること。 

（構成） 

第３条 協議会は、会長及び委員２５人以内をもって構成する。 

２  委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。 

（１）保健所等関係行政機関の代表者 

（２）市医師会、市歯科医師会等保健医療関係団体の代表者 

（３）社会福祉協議会等社会福祉関係団体の代表者 

（４）地域の代表者並びに体育及び健康の関係団体の代表者 

（５）産業・産業保健の関係機関の代表者 

（６）健康保険組合等の代表者 

（７）教育・保育関係団体の代表者 

（８）学識経験者 

（９）その他協議会の運営に当たり必要と認められる者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２  補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第５条  協議会の会長は、市長をもって充てる。 

（会議） 

第６条  協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。 

（幹事会） 

第７条  協議会に第２条の協議事項等を検討するため、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、幹事をもって構成する。 

３ 幹事は、第３条第２項第１号から第７号までの団体等に属する者、学識経験者その他協

議会の運営に当たり必要と認められる者のうちから会長が依頼する。 

４ 会長は、必要に応じ、幹事会の会議を開催することができる。 



（事務局） 

第８条  協議会の事務局は、健康医療部(山形市保健所)健康増進課に置く。 

（その他） 

第９条  この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年６月２７日から施行する。 

（山形市健康づくり推進協議会設置要綱の廃止） 

２ 山形市健康づくり推進協議会設置要綱（昭和５３年１１月６日施行）は、廃止する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 



令和元年度〜令和３年度の分析テーマとその概要 関連する主な施策・事業

歯

周

病

減

塩

腹

部

肥

満

フ
レ
イ
ル

・⼭形市⺠の唾液潜⾎検査の結果と、⻭科定期健診の受診の有無、問診票（お⼝
のチェックリスト）の回答結果の関連を分析した。

・問診票（お⼝のチェックリスト）でチェックのつく項⽬が多い⽅、⻭科定期健
診の受診が無い⽅の唾液潜⾎検査の陽性率が高いことがわかった。

・⼭形市の国保加入特定健康診査のうち、一定の条件を満たす⽅の腹囲と、糖尿
病、高⾎圧の発症率の関連を分析した。

・腹囲が大きくなるにつれて、その後の５年間の糖尿病や高⾎圧の発症率が高ま
ること、統計的に特定保健指導対象基準値以下でも糖尿病、高⾎圧の発症リス
クがあることがわかった。

・⼭形市「住⺠主体の通いの場※３」参加者の体力測定の結果から、６か月の体操
の効果について分析した。

・週１回以上行う介護予防の体操は、高齢者の身体機能に一定の効果が得られ、
「住⺠主体の通いの場」での活動が⽴ち上がりや歩行動作などの運動器の機
能向上に効果があることがわかった。

地域包括⽀援センターや⽣活⽀援コーディネーターと連携し、住⺠
主体の通いの場の活動を⽀援する事業を実施する。

・「住⺠主体の通いの場」の⽴ち上げ・継続⽀援
・地区介護予防講座（地域の予防活動⽀援）の講師派遣等の⽀援
・リーフレットやホームページ等による周知・啓発

専用のスマホアプリや歩数計を活用した、健康づくりや健康診査の
受診等のきっかけづくりとなる事業を実施する。

・健康ポイント事業ＳＵＫＳＫ（スクスク）の実施
・⼭形市ウォーキングマップの作成
・健康増進ウォーキングロード、サイクリングロードの整備
・筋肉量測定やストレッチ体操などの講座の実施
・保健指導の実施
・リーフレットやホームページ等による周知・啓発

「減塩」や「栄養バランス」に気をつけ、街全体で減塩に取り組む
環境づくりの機会となる事業を実施する。

・集団健診での推定食塩摂取量検査の実施
・⽣活習慣病予防栄養講座（適塩講座）や減塩講演会の実施
・減塩レシピ集の作成・配布
・市内飲食店における「ＳＵＫＳＫ（スクスク）メニュー」の認定
及び周知

・健康ポイント事業ＳＵＫＳＫ（スクスク）の実施
・リーフレットやホームページ等による周知・啓発

⽣涯にわたり⾃分の⻭を健康に保つため、⻭周病の予防・早期発⾒
につながる事業を実施する。

・唾液検査による⻭周病検診の実施
・問診票（お⼝のチェックリスト）の作成
・⻭周疾患検診の受診券の発行等による「８０２０運動※１」の推進
・リーフレットやホームページ等による周知・啓発

⼭形市では、市⺠の健康寿命を損なう３大原因（認知症・運動器疾患・脳卒中）を予防するために、食事（Ｓ）、運動（Ｕ）、休養（Ｋ）、社会（Ｓ）、禁煙・受動喫煙
防止（Ｋ）に留意する「ＳＵＫＳＫ（スクスク）⽣活」を提唱しています。
このことに関連し、⼭形市保健所では、医師をはじめ専⾨職によるシンクタンクを設置し、以下の４つのテーマで⼭形市⺠の健康に関連するデータを分析するとともに、

その結果を基に、⼭形市では市⺠の健康寿命を延ばすことに繋がる施策・事業を実施しています。

Ｓ
食事

Ｕ
運動

Ｋ
休養

Ｓ
社会

Ｋ
禁煙

受動喫煙防止

※１ 「８０歳になっても２０本以上⾃分の⻭を保とう」という運動。
※２ 肥満や低体重（やせ）の判定に用いる数字（[体重(kg)]÷[身⻑(m)の２乗]で算出 ）。日本肥満学会の定めた基準では18.5未満が「低体重（やせ）」、18.5以上25未満が「普通体重」、25以上が「肥満」で、肥満は

その度合いによってさらに「肥満1」から「肥満4」に分類される。また、BMIが22になるときの体重が標準体重で、最も病気になりにくい状態であるとされており、25を超えると脂質異常症や糖尿病、高⾎圧な
どの⽣活習慣病のリスクが2倍以上になり、30を超えると高度な肥満としてより積極的な減量治療を要するものとされている。

※３ 住⺠の皆さんが主体となって、身近な集会所等に週１回以上集まり、介護予防の活動（いきいき百歳体操など）を行う場。

分析結果の詳細は、４ページ～ ①歯周病 を参照

・⼭形市⺠の尿を用いた推定食塩摂取量検査の結果と、⾎圧、ＢＭＩ※2との関連
を分析した。

・市⺠の１日の食塩摂取量は、国の⽬標値よりも平均で約２ｇ多く、食塩摂取量
が多いほど高⾎圧の割合が高いこと、また、肥満（ＢＭＩが２５以上）の⽅に
おいて食塩摂取量が多いことがわかった。

分析結果の詳細は、６ページ～ ②減塩 を参照

分析結果の詳細は、９ページ～ ③腹部肥満 を参照

分析結果の詳細は、１２ページ～ ④フレイル を参照

1

資料１



－ 1 －

－ 2 －

資料１－２この調査報告については、山形学院高等学校の生徒と一緒に
制作した動画で解説しております。
詳しくは左の二次元コードから動画をご覧ください。
（https://www.youtube.com/watch?v=9PLBE8NVF4Y）
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山形市健康ポイント事業ＳＵＫＳＫ（スクスク）について 

  

１ 事業概要 

（１）目的 

健康医療先進都市の実現に向けて、食事（Ｓ）、運動（Ｕ）、休養（Ｋ）、社会（Ｓ）、禁

煙・受動喫煙防止（Ｋ）の頭文字をキーワードとした「ＳＵＫＳＫ（スクスク）生活」を

提唱し、市民の健康に対する意識を高め、健康寿命の延伸を目指す。 

（２）内容 

市民が楽しく健康づくりに取り組むきっかけづくりとして、「山形市健康ポイント事業

SUKSK」を実施している。具体的には、専用のスマートフォンアプリ又は歩数計等を活

用し、毎日の歩数や、健康づくりに関する講座等への参加、健康診断や各種検診の受診、

ＳＵＫＳＫメニューを食べることで健康ポイントが獲得でき、ためたポイントは記念品抽

選に使用することができる。 
 

２ 令和４年度の実施状況について                        

（１）累計登録者数（令和５年３月３１日現在）                      単位：人 
区分 累計登録者数 目標定員 達成率 備考 

①スマホアプリ 8,081 11,100 72.8% 個人：6,663 人 
事業所：1,418 人(60 事業所) 

②歩数計 878 900 97.6% 
 

③手帳等 900 - - 歩数ポイント以外のポイントをた

めて参加することができる。 

①+② 8,959 12,000 74.6% 
 

①+②+③ 9,859 12,000 82.2% 
 

登録資格 個人登録の場合：山形市に住所を有する１８歳以上の方 
       事業所登録の場合：市内事業所に勤める１８歳以上の方（アプリでの参加のみ） 
 

（２）登録者の構成（令和５年３月３１日時点） 

   ①年代別男女構成              ②年代別参加区分構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

※登録者の約６割が女性。年代別では 30 代～50 代の働き盛りの世代の人数が多い。 

 

 

 

資料２ 
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（３）令和４年度の記念品抽選結果について 

 ①前期抽選 

  令和４年１月１日～６月３０日のポイントを対象として、令和４年７月２５日に抽選を

実施、600 名の方に記念品を送付。 
年代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80代以上 手帳類 合計 

参加者数 591 1293 1600 1419 989 625 168 768 7453 
達成者数 117 286 540 614 530 284 41 146 2558 
達成率 19.8 22.1 33.8 43.3 53.6 45.4 24.4 19.0 34.3 

 

②後期抽選 

 令和４年１月１日～１２月３１日のポイントを対象として、令和５年１月２５日に抽選を

実施、2,000 名の方に記念品を送付。 
年代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80代以上 手帳類 合計 

参加者数 773 1553 1996 1782 1247 781 202 889 9223 
達成者数 229 501 837 913 759 415 65 242 3961 
達成率 29.6 32.3 41.9 51.2 60.9 53.1 32.2 27.2 42.9 

 
 ③アプリ新規登録者限定ミニ抽選（Ｒ４新規取組） 

令和４年６月１５日～９月１４日の期間にアプリで登録した方の中で、１,０００ポイン

トためた人の中から抽選で 400 名様に記念品を送付。 

 

３ 実績 

（１）登録者数 

   令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 
令和５年度
R5.7.11 現在 

目標（累計登録者数） 2,000 4,000 8,000 12,000 16,000 
累計登録者数 3,243 5,028 6,864 9,859 11,300 

増加数  － 1,785 1,836 2,995 1,441 
累計事業所数 23 46 52 60 68 

 

（２）ＫＰＩ（成果指標） 

① 健康ポイント事業ＳＵＫＳＫ（スクスク）参加者の 8,000 歩以上歩く人の割合（年間） 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標 － 初年度の 2％ 
以上の増加 

初年度の 4％ 
以上の増加 

初年度の 6％ 
以上の増加 

初年度の 8％ 
以上の増加 

実績値 18.0％ 17.9％ 18.4％ 18.6%  

② アプリを活用した参加者のうち健康ポイント対象事業を週１回以上行った人の割合 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標 － 53.0％ 55.0％ 57.0％ 59.0％ 

実績値 51.0％ 36.0％ 56.0％ 58.0％  

 

４ その他 

（１）参加事業所の健康づくり支援 

  働き盛り世代のＳＵＫＳＫ（スクスク）生活定着に向け、各事業所に健康ポイント事業 

ＳＵＫＳＫを活用した取組実施の支援を行った。 

期間 アプリ新規登録者 1000P 達成者 達成率 キャンペーン 

R4.6.15～9.14 1,172 771 65.8 あり 
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減塩対策事業について 

１ 令和４年度の実施状況について 

（１）推定食塩摂取量検査事業 

① 目的 

特定健診等に合わせて推定食塩摂取量検査を実施し、減塩の取組への意識を高めるとともに、当該検査

において、推定食塩摂取量の多い方に栄養改善講座の案内を送付し、啓発を図る。 
② 対象者 

 公民館等で行う、特定健診、すこやか健診、75歳以上の方の健康診査受診者で、検査を希望する方。 

③ 実施結果 

  ＜推定食塩摂取量の受検者数と平均値＞       （g/日） 

年度 総数 
男性 女性 

人数 平均値 人数 平均値 
Ｒ１ 406 172 10.0 235 9.4 
Ｒ２ 6,467 2,445 10.1 4,022 9.1 
Ｒ３ 5,661 2,217 10.1 3,444 9.2 
Ｒ４ 5,551 2,164 10.2 3,387 9.2 

  ※令和元年度は、試行的に滝山地区、蔵王地区をモデル地区として実施した。 

④ 結果の活用 

健診結果や問診票（「塩分チェックシート」による意識調査）との相関関係を確認し、今後の普及啓発

活動に反映する基礎資料を得る。また、栄養改善講座を開講し、推定食塩摂取量の多い方に受講を勧奨し

た。 

・栄養改善講座  
年度 回数 総数 男性 女性 
Ｒ２ 1 28 12 16 
Ｒ３ 5 100 51 49 
Ｒ４ 4 83 34 49 

 
（２）ＳＵＫＳＫ（スクスク）メニュー認定事業 

  ① 目的 

   ＳＵＫＳＫメニュー提供店にて同メニューを提供し、健康ポイント事業やポスター、チラシ等で市 
民に周知することで、減塩や健康づくりの普及啓発を図る。 
② 内容  

中心市街地の飲食店において、山形市が定める基準にあったメニュー（食塩控えめ・野菜たっぷり・ 
バランス等）を監修し、ＳＵＫＳＫメニューに認定。（別添資料 参照） 

 ＜実績＞ 

   年度  店舗数（延べ）  メニュー数（延べ）    提供食数 

Ｒ１（11～3月） 2 2         517 
Ｒ２ 14 43       12,542 
Ｒ３ 17 66       29,313 
Ｒ４ 18 87       34,482 

 （R5.5月末現在） 

資料３ 
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（３）減塩レシピ集の作成 

 ① 目的 

    市民の減塩への意識を高め、手軽に家庭でも実践できるように減塩料理のレシピ集を作成し、 

減塩の普及啓発を図る。 

 ② 内容 

   山形市食生活改善推進協議会に減塩レシピ集作成への協力を依頼し、５０００部作成した。 
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受動喫煙防止対策について 

  
１ 改正健康増進法及び山形県受動喫煙防止条例に基づく取組 

（１）趣旨  

市民の生命及び健康を受動喫煙の悪影響から守るため、受動喫煙に関する知識の普及及

び受動喫煙防止に関する意識の啓発等を通じ、望まない受動喫煙を防止する社会環境環の

整備を図る。 

   改正健康増進法（2020（令和 2）年 4 月 1 日施行）により、原則屋内禁煙となるほか、

２０未満の方の喫煙エリアへ立入禁止、屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要、喫煙室に

は標識掲示が義務付けられている。（別添資料 参照） 

   

（２） 具体的な取組 

・世界禁煙デー（５月３１日）に合わせ、Facebook に喫煙をする際、喫煙場所を設置す

る際の配慮義務等の情報を掲載。 
・禁煙週間（５月３１日～６月６日）に合わせ、ラジオモンスターハロー山形声の広報

に出演し、受動喫煙防止対策と歯の健康について情報提供を行い、市民に広く周知。 
・市民や事業所等からの受動喫煙に関する相談及び現地調査・指導の実施。（１８件） 

 ・食品衛生責任者講習会（主に飲食店事業者対象）において、受動喫煙防止に関する出

前講座（教育）を実施。（２５回、７００名） 
・１２月１０日（土）に健康ポイント対象事業として、「受動喫煙を防いで健康長寿！～

たばこの煙による体への影響について～」の講演会を実施。 
講師 山形市立病院済生館 放射線科科長 大竹修一 医師 

参加者数 １７名 
 

２ 山形市子どもの受動喫煙防止条例に基づく取組 

（１）趣旨 

受動喫煙による健康への悪影響から子どもを保護するための措置を講ずることによ 

り、子どもの心身の健やかな成長に寄与するとともに、現在及び将来の市民の健康で快

適な生活の維持を図ることを目的として、条例を制定（令和３年３月１日施行）し、以

下の取組を実施する。 

   

（２）具体的な取組 

・令和４年度山形市健康べんり帳に山形市子どもの受動喫煙防止条例の制定に関する情

報を掲載。（各世帯へ配布） 
・５月の「二十歳の祝賀式」において、山形市子どもの受動喫煙防止条例を周知するチ

ラシを配布。 
・世界禁煙デー（５月３１日）に合わせ、山形市役所周辺において、子どもの受動喫煙

防止条例について街頭周知活動を実施。 
・山形市ホームページにおいて、山形市子どもの受動喫煙防止条例及び山形市子どもの

受動喫煙防止条例に関する情報を掲載継続。 
・小学校において、受動喫煙防止に関する出前講座（教育）を実施（１回９２名）。 

資料４ 
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山形県内の飲食店の皆さまへ 
新たな 「受動喫煙防止対策」 の実施について 

 

 

 

 

 

2018年（平成30年）７月に「健康増進法の一部を改正する法律」（以下「改正法」）、同年12月に「山形県受

動喫煙防止条例」（以下「条例」）が制定され、2020年（令和２年）４月１日からは、多くの人が利用する全

ての施設で受動喫煙防止の取組みが必要となります。早急な対応をお願いします。 

○飲食店を含む店舗やオフィス・事業所など多くの施設が「原則屋内禁煙」となります。 

○喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置が可能です。 

○模既の小規存飲食店にのみ、特例が認められます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

・喫煙用器具・設備等を撤去してください。 

・飲食店が禁煙とした場合は、禁煙標識を掲示するように努めてください。（条例） 

・県で禁煙標識（ステッカー）を配布していますので御活用ください。 

・これから禁煙化するという場合は、補助金の活用も御検討ください。 

 

（１）喫煙専用室等の技術的基準 

       専用室等を設置する場合は、煙の流出を防ぐための技術的基準（国ホームページ参照）を満たす 

ようにしてください。 

（２）２０歳未満の人の立入禁止 

喫煙可能な場所には、２０歳未満の人を立ち入らせることはできません。（従業員等も同様です） 

（３）喫煙標識の掲示 

喫煙可能な場所及び施設には、喫煙可能な場所であること、２０歳未満の人は立ち入れないこと

を示す喫煙標識の掲示が必要です。 

⇒国のホームページから、標識例をダウンロードできます。 

 

      

 

 

 

 

2020年（令和２年）４月１日から、 

全ての飲食店が「原則屋内禁煙」になります。 

確実な対応をお願いします。 

２ 喫煙専用室など、喫煙可能な場所を設置する場合 

① 屋内禁煙化   【⇒１】 

②喫煙専用室等設置 【⇒２】 

（既存の小規模飲食店のみ） 

③特例により喫煙可 【⇒３】 

状 況 に 

応 じ て  

①～③の

いずれか

を選択要 

≪原則屋内禁煙≫ 
≪喫煙専用室等の設置可≫ 
≪小規模飲食店の特例≫ 

飲食店 

１ 屋内禁煙とする場合 

【屋内】 

喫煙場所を設ける

場合は、施設の出

入口や通路等から

離すなど、受動喫

煙が生じないよう

配慮しなければな

らない。 

【屋外】 

【義務違反に対する罰則】 

   義務違反に対して改善が見られない場合、罰則が適用されることがあります。 
 ・喫煙禁止の場所に、喫煙用器具又は設備を設置している 
 ・喫煙専用室等を設置した施設に喫煙標識を掲示していない 
 ・喫煙専用室等の構造・設備が必要な技術的基準に適合していない    等 

【裏面参照】 

○既存の小規模飲食店にのみ、特例が認められます。
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○この特例により喫煙可とする飲食店は以下の対応が必要となります。 

（１）技術的基準の適合【⇒２（１）】（専用室等の基準とは一部異なります。詳細はお問い合わせください） 

（２）２０歳未満の人の立入禁止【⇒２（２）】 

（３）喫煙標識の掲示【⇒２（３）】 

（４）店舗への書類の備え付け 

特例対象であることを証明する資料を店舗に備え付けることが必要になります。 

（５）特例飲食店の県への届出  

・特例により飲食店を喫煙可とする場合は、県に対して届出が必要です。 

・提出先は各地域の保健所（下記参照）になります。詳細についてはお問い合わせください。 

・山形市内にある飲食店の場合は、山形市保健所にご相談ください。 

 

 

 

 

（１）禁煙標識（ステッカー）の交付  

山形県では、禁煙化した店舗に掲示するための禁煙標識（ステッカー）を作成、各地域の 

県保健所及び健康づくり推進課において配布しています。禁煙の飲食店であることを県の 

ＨＰ等に掲載し、広く周知していくことで、受動喫煙防止対策を推進することとしています。 

（２）既存の小規模飲食店に対する補助 

2019年（平成31年）４月１日時点で県内で営業を行っている小規模飲食店の、屋内禁煙化を前提とする店内改装等 

の事業に対し、補助を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①～③の全ての条件を満たす飲食店

に限り、屋内を喫煙可とすることを選

択できます。 

① 2020年４月１日時点で営業を行っている飲食店 

② 個人事業者又は中小企業（資本金又は出資金の総額5,000万円  

以下、等の条件を満たすもの）により運営される飲食店 

③ 客席部分の床面積が１００㎡を超えない飲食店 

 

補助対象

事業 

(1) 客席の改装 
・客席部分の壁及び天井材（壁紙、ボード等）の撤去・新設・交換 

・カーテン、ソファ、テーブル、椅子の交換 

(2) 喫煙室又は喫煙

所等の撤去 

屋内の喫煙可能な場所とその他の場所を区画する間仕切壁、パー

テーション、喫煙ボックス等の撤去 

補助対象経費 補助率 上限額 

上記の補助対象事業にかかる工事費、備品費その他の費用 ２／３ １０万円 

（縦15ｃｍ × 横11ｃｍ） 

３ 既存の小規模飲食店の特例措置 

※届出・相談等窓口  ≪詳細についてはお問い合わせください≫ 

所属名 担当課 電  話 住    所 

山 

形 

県 

村山保健所 地域健康福祉課 023-627-1183 〒990-0031 山形市十日町1-6-6 

最上保健所 地域保健福祉課 0233-29-1267 〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 

置賜保健所 保健企画課 0238-22-3004 〒992-0012 米沢市金池7-1-50 

庄内保健所 保健企画課 0235-66-5476 〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 

山形市保健所 健康増進課 023-616-7271 〒990-8580 山形市城南町1-1-1 

◎お問い合わせ先 

    〒990-8570 山形市松波２丁目８－１  山形県 健康福祉部 健康づくり推進課  

    TEL：023-630-2313   FAX：023-630-2271     

Mail：ykenko@pref.yamagata.jp  

 

山形県では、受動喫煙防止対策を推進するための支援 

を実施しています。ぜひ、ご活用ください！ 

山形県 受動喫煙防止対策 

2023年現在、実施していません。
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１．山形市健康づくり21（平成25年度～令和6年度）体系図及び現状値の推移

U運動 運動

S食事 栄養・食生活

K禁煙・
受動喫煙防止

喫煙･飲酒の防止

K休養
こころの健康

・いのちの学習

S食事
予防・早期発

見・治療

健康診査・歯の
健康・予防接種

U運動 運動

S食事 栄養・食生活

K禁煙・
受動喫煙防止

喫煙の防止・適正
飲酒

青 年 期
壮 年 期

K休養 こころの健康

予防・早期発
見・治療

生活習慣病の予防

予防・早期発
見・治療

悪性新生物(が
ん）予防

S食事 歯の健康

U運動 運動・地域活動

S食事 栄養・食生活

予防・早期発
見・治療
S食事

生活習慣病の予
防・歯の健康

受動喫煙
のない環
境整備

K禁煙・
受動喫煙防止

受動喫煙防止対策
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・こころの健康づくりに関する相談体制の充実や関係機関等と
の連携・調整の強化
・高齢者の知識や経験を教育の場や子育てに活かすなど、高齢
者が担い手として活躍できる場の拡大

・望ましい食習慣についての知識の普及と健康教育の充実
・健康づくりイベントや栄養・食生活に関する情報提供

市
民
一
人
ひ
と
り
が
健
や
か
で
心
豊
か
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
活
力
あ
る
地
域
社
会

乳幼児期
学 童 期
思 春 期

一次予防と
重症化予防

の重視

心身両面に
わたる健康
づくりの推
進と健康寿
命の延伸

高 齢 期

・講座等の実践を通じた運動習慣の重要性について普及啓発
・運動習慣の重要性について情報提供　等

・定期的な健診受診の推進と生活習慣病予防の普及啓発
・健診後指導の徹底と精密検査の受診勧奨の強化

・がん検診の普及啓発と定期的な検診受診の推進
・健診後の事後指導の徹底と精密検査の受診勧奨の強化

健康づくり
関係団体と
の連携 ・望ましい食習慣を含む健康教育の普及

・健康づくりイベントや栄養・食生活に関する情報提供　等

市民主体・
市民参加の
健康づくり

の推進

K休養

・受動喫煙についての正しい知識の普及や情報提供の推進
・受動喫煙を防止するため、公共施設での効果的な分煙の促進

・楽しく遊べる機会の提供や健康づくりとしての運動の普及
・健康づくりイベントや運動に関する情報の提供　等

・むし歯予防やむし歯の適正治療についての情報提供
・乳幼児健康診査の受診推進やフォローアップや相談体制の整
備と育児等に関する学習機会等の提供　等

・喫煙の害やアルコールについての情報提供

・親子参加事業を通じたこころの安定につながるような家庭環
境づくりの重要性についての情報提供
・こころの健康づくりに関する相談体制の充実や関係機関等と
の連携・調整の強化　等

・家庭を基盤とした正しい生活リズム・食習慣など、食環境の
基礎づくりについての啓発
・食習慣や食生活に関する正しい情報の発信

・喫煙・飲酒について正しい知識の普及啓発と相談体制の充実
・受動喫煙防止のため、公共施設での効果的な分煙推進

・こころの健康づくりに関する正しい知識の普及啓発
・こころの健康づくりに対する相談体制の充実や関係機関等と
の連携・調整の強化　等

・運動体験を通じた運動習慣の普及と健康教育の充実
・健康づくりイベントや運動に関する情報提供　等

・８０歳で自分の歯を２０本以上保てるよう８０２０運動の推
進
・定期的な健診受診と健診後の事後指導と精密検査の受診勧奨
の強化

・歯科検診の受診機会の促進

こころの健康

基本
理念

基本
方針

ライフ
ステージ 推進項目 推進施策SUKSＫ

生活

資料５

　 みんなの目標 項　　　目 対　象　者
策定時
（H23）

中間評価
（H28）

H29 H30 R1 R2 R3 R4
評
価

目標値

男2.8% 男3.1% 男2.7% 男3.2% 男5.0% 男3.9% 男3.6% ▲

女1.8% 女1.7% 女1.6% 女2.0% 女3.7% 女2.7% 女2.3% ○

男2.5% 男1.6% 男1.8% 男2.0% 男3.4% 男3.1% 男3.7% ▲

女1.2% 女0.9% 女0.7% 女1.1% 女2.7% 女2.1% 女2.3% ▲

男0% 男0.1% 男0.1% 男0.2% 男0.4% 男0.3% 男0.3% ▲

女0.1% 女0.2% 女0.1% 女0.1% 女0.4% 女0.4% 女0.5% ▲

男0.4% 男0.1% 男0.0% 男0.0% 男0.1% 男0.2% 男0.3% ▲

女0.7% 女0.0% 女0.1% 女0.0% 女0.1% 女0.2% 女0.3% ▲

中学生 92.0% 94.0% ― ― ― ― ― ― 95%
高校生 70.0% 77.0% ― ― ― ― ― ― 95%

中学生 64.0% 64.0% ― ― ― ― ― ― - 100%

高校生 66.3% 68.0% ― ― ― ― ― ― - 100%

小学生

中学生

３歳児健康
診査受診者

27.0% 19.0% 17.0% 11.9% 11.9% 10.9% 10.7% 9.0% ◎ 20%

男50.3% 男47.5% 男46.8% 男44.4% 男39.0% 男38.3% 男36.4% ◎

女45.7% 女43.6% 女42.3% 女41.0% 女36.0% 女35.2% 女32.2% ◎

男28.7% 男26.6% 男21.5% 男21.0% 男19.8% 男19.2% 男16.8% ◎

女30.0% 女29.2% 女27.4% 女25.5% 女23.3% 女24.6% 女22.8% ◎

子宮頸がん予防
ワクチン接種者の増加 中１～高１ 71.5% 3.6% 削除 削除 削除 削除 削除 削除 - 削除

20～30代　男 23.7% 33.8% ― ― ― ― ― ― - 39%

20～30代　女 15.0% 17.4% ― ― ― ― ― ― - 35%

40～50代　男 25.6% 34.1% ― ― ― ― ― ― - 39%

40～50代　女 23.3% 28.1% ― ― ― ― ― ― - 39%

40～60代
男

29.2% 32.7% 33.9% 34.3% 34.5% 33.9% 35.8% 36.0% ▲ 15%

40～60代
女

19.7% 19.8% 20.2% 21.0% 21.3% 21.9% 21.3% 20.3% ▲ 15%

正しい知識を学んで、喫煙
および飲酒の習慣を見直し
ましょう。

喫煙者の減少 20歳以上 19.7% 15.3% ― ― ― ― ― ― - 12%

自分の身体に関心を持ち、
定期的に健診を受けましょ
う。

すこやか健診
受診者の増加

20～30代 784人 926人 801人 787人 668人 654人 653人 619人 ▲ 増加

胃がん
（40～69歳）

30.4% 27.5% 27.4% 25.5% 22.9% 20.1% 21.3% 23.2% ▲ 50%

肺がん
（40～69歳）

33.4% 39.0% 39.3% 37.4% 34.3% 29.8% 31.6% 35.4% ○ 50%

大腸がん
（40～69歳）

37.0% 40.1% 38.4% 36.2% 33.5% 28.8% 30.7% 34.3% ▲ 50%

子宮がん
（20～69歳） 40.2% 34.1% 35.6% 34.0% 31.9% 29.2% 27.5% 31.8% ▲ 50%

乳がん
（40～69歳） 49.3% 42.5% 42.7% 41.8% 40.0% 36.6% 34.9% 40.6% ▲ 60%

60歳以上　男 33.2% 35.7% ― ― ― ― ― ― - 40%

60歳以上　女 24.5% 31.1% ― ― ― ― ― ― - 30%

健康診査を定期的に受け、かか
りつけ医をもちましょう。また、よく
かんで食べられる歯を保ちましょ
う。

80歳で20本以上の
歯を持つ人の増加

75～84歳 39.0% 46.7% ― ― ― ― ― ― - 50%

喫煙者の減少（再掲） 20歳以上 19.7% 15.3% ― ― ― ― ― ― - 12%

受動喫煙の害を受けてい
ると感じる人の減少 市民 ー 29.4% ― ― ― ― ― ― - 15%

受動喫煙
のない環
境整備

受動喫煙の害について正しい
知識を持ちましょう。

BMI値25以上の
人の減少

　（国保特定健康
診査受診者）

がん検診受診者
の増加

高
齢
期

健康・体力維持のため、日常
生活の中に無理のない運動
を取り入れましょう。

地域活動へ参加して
いる人の増加

青
年
期
・
壮
年
期

自分に合った運動を継続的
に行い、生活習慣病の予
防に努めましょう。

運動習慣者の増加

規則正しい食生活を心が
け、適正体重を維持し生活
習慣病の予防に努めましょ
う。

健康診査や予防接種を定
期的に受け、かかりつけ医
を持ちましょう。また、毎食
後に歯磨きの習慣を身につ
けましょう。

むし歯の幼児・
児童・生徒の減少

小学生 58.4% 40%

早期発見、早期治療のた
めに、がん検診を受けま
しょう。

1.60%

中学生 37.0%

1.59% 2.19% ▲ 0.9%1.61%

30%

3.15%※1

3.98%※2

不安や悩みをひとりで抱え
込まないようにしましょう。

不登校児童・生徒
の減少 0.9% 1.22% 1.49%

朝食を毎日食べる
人の増加

-

喫煙の害や飲酒について
正しい知識を持ちましょう。

喫煙の健康影響に
関する知識がある

人の増加

0%

中学生 0.23% 0%
乳
幼
児
期
・
学
童
期
・
思
春
期

家族そろって楽しく食事を
し、欠食・偏食のない、規則
正しい食習慣を身につけま
しょう。

肥満傾向の児童・
生徒の減少

小学生 2.52% 2%

中学生 2.11% 2%

栄養不良の児童・
生徒の減少

小学生 0.05%

達成状況：◎：目標値達成 〇：目標値に近づいている ●：変化なし ▲：策定時より悪化傾向 －評価不能

※１ 令和３年度までの不登校児童・生徒の定義（何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくてもできない状況にあるため

年間３０日以上欠席した もののうち、病気や経済的な理由によるものを除いたもの）で算出。

※２ 令和４年度より不登校児童・生徒の定義について、国や県の基準に合わせて変更。令和３年度までの定義に加えて、「病気」、「経済的理由」、「新型コロナウイルスの

感染回避」、「その他」を含めて算出。     28



２．山形市民の実態に基づいた対策（SUKSK生活）と山形市健康づくり２１の関連について

ライフス
テージ

SUKSK生活 推進項目 みんなの目標 具体的な行動 団体の事業 団体名 市の取り組み（一部紹介） 担当課

① 天気の良い日は、外で遊ぶ。

② そうじや買い物の荷物持ち等、からだを使う手伝いをする。

③ 地域の施設を活用し、親子で好きなスポーツにチャレンジする。

① 朝ごはんを毎日食べる。

② １日１回は家族そろって食事をする。

③ １日３食決まった時間に食事をする。

④ うす味に慣れる。

① 受動喫煙や飲酒の害について知る。

② 受動喫煙や飲酒の害について家族と話をする。

① 家族で会話の時間を持つ。

② 一人で悩まず周囲の人や専門機関に相談する。

③ 充分な睡眠時間をとる。

健康診査・ ① 乳幼児健康診査を受診し、子どもの成長を確かめる。

歯の健康・ ② かかりつけ歯科医を持ち、むし歯を予防する。

予防接種 ③ かかりつけ医師を持ち、相談しながら予防接種を受ける。

① 毎日今より10分多くからだを動かす。

② エレベーターより階段を使う。

③ ロコモティブシンドロームについて正しい知識を持つ。

① １日３食決まった時間に食事をする。

② 主食、主菜、副菜を組み合わせて食べる。

③ かけ醤油をやめて、つけ醤油にする。

① 喫煙や飲酒が身体に及ぼす影響について正しい知識を持つ。

② 禁煙したい人は禁煙外来を受診する。

③ 妊娠中は、生まれてくる子どものために禁煙・禁酒をする。

① 自分に合ったストレス解消法を持つ。

② 悩み事を相談できる人を持つ。

③ 悩み事を相談できる窓口を知る。

① 年１回は、健診を受ける。

② 特定保健指導に参加する。

③ 健診結果が要精密検査や要受診などの場合は、医療機関を受診する。

④ 毎日体重をはかる。

① 年１回は、検診を受ける。

② 検診結果が要精密検査などの場合は、医療機関を受診する。

① かかりつけ歯科医を持つ。

② 歯の定期検診を進んで受ける。

① 毎日今より10分多くからだを動かす。

② ロコモティブシンドロームやフレイルについて正しい知識を持つ。

③ 積極的に外出する。

④ 仲間を誘って、地域の健康づくり活動に参加する。

① 1日３食決まった時間に食事をする。

② 主食、主菜をしっかり食べる。

③ かけ醤油をやめて、つけ醤油にする。

④ 家族や友人など誰かと一緒に食事を楽しむ。

① 友人・知人や身近な人と楽しく会話をする。

② 悩み事を相談できる人を持つ。

③ 自ら地区活動に関心を持ち参加する。

① 年1回は健診を受ける。

② 健診結果が要精密検査や要受診などの場合は、医療機関を受診する。

③ かかりつけ医を持つ。

④ かかりつけ歯科医を持つ。

① 受動喫煙が心身に及ぼす影響について、正しい知識を持つ。

② 喫煙場所以外でたばこは吸わない。

③ 妊婦や子どものいる前では喫煙しない。

予防・早期発見・治療
かかりつけ薬局の推進
やまがた健康づくりステーションの創設支援
やまがた健康マイレージの普及
健康経営の普及・推進

医師会
薬剤師会
山形商工会議所
全国健康保険協会山形支部

市民健康講座 済生館管理課

子育ておしゃべりサロン・福祉教育子ども食堂
地域福祉ネットワーク
我がごと丸ごと地域づくり推進事業
地域の介護施設訪問・中学校小学校交流事業等

社会福祉協議会
民間立保育・認定こども園協議会

生活保護被保護者の健康
管理

生活福祉課

青 年 期
壮 年 期

社会福祉協議会

地域包括ケアシステムの深化

介護予防教室
長寿支援課
社会教育青少年課
健康増進課

受動喫煙防止対策
の推進

健康増進課

全ライフステージ

住民主体の通いの場

スポーツ振興課
長寿支援課
社会教育青少年課
健康増進課

公民館事業（寿大学）

長寿支援課
農政課
社会教育青少年課
健康増進課

介護予防教室
男女共同参画センター
長寿支援課
健康増進課

全国健康保険協会山形支部
歯科医師会

民間立保育・認定こども園協議会環境整備
K禁煙・

受動喫煙防
止

受動喫煙を受けてい
ると感じる人の減少

受動喫煙の害について正しい知識を持ちま
しょう。

やまがた受動喫煙防止宣言の普及と防止対策の推進
受動喫煙対策

健康づくり講座

スポーツ振興課
学校教育課
社会教育青少年課
健康増進課

市立保育所の献立の
お知らせやサンプル展示
・たよりを配布

こども未来課
農政課
社会教育青少年課
健康増進課

保健学習での教育の実施
学校教育課
健康増進課

公民館事業（あかちゃんと
ママのスキンシップ教室）

男女共同参画センター
母子保健課
学校教育課
社会教育青少年課
健康増進課

社会福祉協議会
体育振興会連合会
スポーツ協会
民間立保育・認定こども園協議会

食生活改善推進協議会
民間立保育・認定こども園協議会

医師会
薬剤師会
民間立保育・認定こども園協議会

PTA連合会母親委員会
小学校校長会
中学校校長会

体育振興会連合会
スポーツ協会
健康づくり運動普及推進協議会

食生活改善推進協議会
民間立保育・認定こども園協議会

薬剤師会
民間立保育・認定こども園協議会

PTA連合会母親委員会
社会福祉協議会

全国健康保険協会山形支部
山形商工会議所
山形市医師会

医師会
市歯科医師会
民間立保育・認定こども園協議会

特定健診受診促進事業
国民健康保険課
健康増進課

がん検診 健康増進課全国健康保険協会山形支部

国民健康保険課
健康増進課

助産師による相談会
男女共同参画センター
社会教育青少年課
健康課増進課

歯周病検診 健康増進課

食育フェア
農政課
社会教育青少年課
健康増進課

特定保健指導
酒販組合健康教育

むし歯予防対策
母子保健課
学校教育課
健康増進課

スポーツフェスタ
スポーツ振興課
社会教育青少年課
健康増進課

歯科医師会

体育振興会連合会
スポーツ協会
老人クラブ連合会

食生活改善推進協議会

高 齢 期

U運動
S社会

運動・地域活動
健康・体力維持のため、日常生活の中に無理
のない運動を取り入れましょう。

ソフトボール大会等交流大会
スローエアロビクス教室等各種運動を通じた健康づくりに関する事業
ふれあいいきいきサロン・１００歳体操
輪投げ大会・芸能発表会
スポーツ教室等

ストレスを上手に解消し、こころの健康を保
ちましょう。

K休養 こころの健康
地域福祉ネットワーク
我がごと丸ごと地域づくり推進事業

予防・早期
発見・治療

S食事

生活習慣病の予防・
歯の健康

健康診査を定期的に受け、かかりつけ医を持
ちましょう。また、よくかんで食べられる歯
を保ちましょう。

特定健診の受診勧奨
特定保健指導の利用勧奨
お口若返り講座
唾液検査による歯周病検診

S食事 栄養・食生活
味覚に変化がみられるとともに、食事が簡素
化しやすくなる時期のため、バランスのとれ
た食生活に努めましょう。

健康まつり
はつらつシニアクッキング

S食事 歯の健康
むし歯や歯周疾患の進行予防のため、歯の定
期健診を受けましょう。

唾液検査による歯周病検診

ソフトボール大会等交流大会
各種運動を通じた健康づくりに関する事業
山形再発見！ウオーキング
健康体操教室
スポーツ教室等

S食事 栄養・食生活
規則正しい食生活を心がけ、適正体重を維持
し生活習慣病の予防に努めましょう。

健康まつり
メタボリックシンドローム予防の食事
園食を通しての家庭との連携

予防・早期
発見・治療

悪性新生物
（がん）予防

早期発見、早期治療のために、がん検診を受
けましょう。

研修会

K禁煙・
受動喫煙防

止

喫煙の防止
・適正飲酒

正しい知識を学んで、喫煙および飲酒の習慣
を見直しましょう。

薬物乱用防止活動
受動喫煙対策

予防・早期
発見・治療

生活習慣病の予防
自分の身体に関心を持ち、定期的に健診を受
けましょう。

研修会
特定健診の受診勧奨
特定保健指導の利用勧奨
重症化予防
生活習慣病栄養教室

K休養 こころの健康
自分のストレスに気づくとともに、余暇や休
暇を利用し、ストレスと上手に付き合いま
しょう。

いのちの学習・こころの健康
子育ておしゃべりサロン

16

乳幼児期
学 童 期
思 春 期

U運動 運動
発育・成長に応じた十分な運動をこころがけ
ましょう。

ふれあいいきいきサロン活動の推進
ソフトボール大会等交流大会
各種運動を通じた健康づくりに関する事業
スポーツ教室等
保育としての身体活動

こころの健康
・いのちの学習

不安や悩みをひとりで抱え込まないようにし
ましょう。 養護部会研修・養護教諭研修会

S食事
予防・早期
発見・治療

S食事 栄養・食生活
家族そろって楽しく食事をし、欠食・偏食の
ない、規則正しい食習慣を身につけましょ
う。

健康まつり
ワクワクこどもクッキング
食を通しての保育活動

K禁煙・
受動喫煙防

止
喫煙・飲酒の防止

喫煙の害や飲酒について正しい知識を持ちま
しょう。

K休養

出前講座
薬物乱用防止活動
受動喫煙対策

健康診査や予防接種を定期的に受け、かかり
つけ医を持ちましょう。また、毎食後に歯み
がきの習慣を身につけましょう。

健康診断の実施

U運動 運動
自分に合った運動を継続的に行い、生活習慣
病の予防に努めましょう。

    29



別紙様式 １　　関係団体における健康づくりの取り組み状況

団体名 山形市医師会 山形市歯科医師会 山形市薬剤師会 山形市社会福祉協議会
山形市自治推進委員長

連絡協議会
山形市体育振興会連合会 山形市ＰＴＡ連合会

ライフ
ステージ 思春期 青年期・壮年期・高齢期 全ステージ 高齢期（主として） 青年期・壮年期・高齢期 青年期・壮年期・高齢期 学童・思春期

推進項目
いのちの学習、思春期の心と体、

喫煙・飲酒の防止
歯の健康 健康維持 運動・地域活動

運動・地域活動
こころの健康

生活習慣病の予防・歯の健康
運動 いのちの学習

事業等の
名称 健康教育講座

1.介護予防普及啓発事業
2.唾液検査による歯周病検診

新型コロナワクチン集団接種会
場におけるワクチン調製業務と
新型コロナ陽性者に対する夜間

休日の医薬品配送業務

・ふれあいいきいきサロン
活動の推進

・我がごと丸ごと地域づくり
推進事業

自治活動の推進
（まちづくり）

①第１４回地区親善グラウンド・
ゴルフ大会

②第２４回ソフトボール交流大会
③第１6回ソフトバレー交流大会

親学「いのちの大切さ学習会」

実施期間 全期間 下記のとおり 2022年4月2日～2023年3月31日 通年 通年 ①１０月９日（日）
②、③１１月３日（木）

令和４年１１月５日（土）

様々な大会を縮小して行っていた
が、その中でも市体育振興会事業
に参加するため地区内の各競技の
練習会・予選会が開催されてお
り、恒常的な運動の機会を提供し
ている。また、市民同士の親睦、
交流の活性化が図れている。

令和４年度「いのちの大切さ学習会」感想から（一部）

・発達障害について、とてもわかりやすく説明して頂き
ました。「困っている子」という事が印象に残り、困り
の対応次第で「困っている子」の助けになれるのだと感
じました。

・発達障害について今まで以上に理解し、どう関わって
いけばいいのか具体的に知ることができました。

・我が子も心配な行動があり不安を抱いておりますが、
先生の講話を拝聴し希望が持て、気持ちが軽くなりまし
た。ありがとうございました。

・発達障害の子供に対し、正しい対処方法がいったい何
か正解がわからず悩んでいましたが、先生の話を聞かせ
て頂き、ヒントを頂けた気がしております。

・ご自身も当事者であると開示されてからの講演でした
ので、安心感をもってお話を聞く事ができ、頭に入りや
すかったです。家庭なりのレシピをつくることができる
んじゃないか、と希望を感じた学習会でした。

等、ここには書ききれないほど、思いのこもったたくさ
んの感想を頂きました。発達障害について学ぶことがで
きた、大変有意義な学習会でした。

取り組み
による効
果や感じ
ていること

令和４年度実績

1.介護予防普及啓発事業
「お口若がえり講座」

令和4年度5月～令和5年1月
計16回実施　参加人数253名

対象及び内容：
市内在住の65歳以上の高齢者を対
象に口腔機能向上についての知識
の普及・啓発を図り、要介護状態
になることを予防することを目的
に歯科医師による正しい口腔ケ
ア・口腔機能向上のための講話、
歯科衛生士による健口体操指導、
個別相談等を行う。吹き矢は感染
防止のため令和2年度より中止して
いる。

２.唾液検査による歯周病検診
令和4年度5～12月　計72回実施
受診者数705名
対象及び内容：
地区(第1地区、第3地区、第6地
区、第7地区、西山形地区、南沼原
地区、山寺地区、楯山地区)の特定
健診等を受診する20歳以上の山形
市民。健診会場にて唾液を採取
し、試験紙による唾液中の潜血反
応検査を行う。担当歯科医師が結
果判定し、結果を郵送する。陽性
者には受診連絡票を同封し、唾液
検査後の医療機関受診状況を把握
する。

新型コロナ感染症拡大期には開催
中止や規模縮小をせざるを得な
かったが、昨年度は拡大期以前の
状況に近づきつつあった。しか
し、お口若返り講座では感染防止
が困難であるという理由から、吹
き矢が中止となったままであっ
た。健口体操は種類を減らして
行った。口の健康のための体操は
声を出し口を動かすものが多いこ
とが原因であるが、講座の効果を
引き出すためには受講者が楽しく
参加できかつ自宅でも継続可能な
方法を提供すべきであると感じ
る。５類感染症への移行に伴い、
周囲の状況を見ながら吹き矢や体
操を再開していくべきであるが、
継続可能でかつマスクをしたまま
でも可能な早口言葉や顔を動かす
体操を取り入れていく必要があ
る。複数回参加して下さる方もい
るため、講座の内容のアップデー
トは必須である。唾液検査による
歯周病検診に使用している判定
キットが製造中止となるため、代
替となる歯周病判定のための方法
を早急に決定する必要がある。

令和４年度実績令和４年度実績

■目的
地区予選等を勝ち抜いたチームが
参加し、地区体育振興会相互の親
睦と団結を深めるとともに、本市
生涯スポーツの一層の充実・活性
化を図る。

■地区親善グラウンド・ゴルフ大
会
各地区から１チームのみエント
リーすることができ、ランダムに
２４グループを編成し８ホール×
３コートでプレーする。地区３位
まで、個人6位までを表彰する。

■ソフトボール競技
各ブロック大会を勝ち抜いた12
チームで４チームごとのトーナメ
ント戦を行い、各リーグでの順位
を決定し、表彰を行う。（※総合
チャンピオン決定戦は行わな
い。）

■ソフトバレーボール競技
12チームで３チームごとの総当た
りのリーグ戦を行い各ブロックご
とに順位を決定し、ブロック優勝
チームに表彰を行う。
参加者数
地区親善グラウンド・ゴルフ大会
約200名
ソフトボール競技 6チーム　約180
名
ソフトバレー競技12チーム　約90
名

一昨年度から継続している事業で
したが、昨年度も事故なく集団接
種事業に協力することができまし
た。陽性者への医薬品配送事業は
2022年10月に終了しました。多く
の市民の健康維持に貢献できたと
実感している。

・二つの事業を通し、地域住民にとっては健康づくりに
は重要な場である。
また、住民も参加するだけではなく、役割を持つことで
生きがいづくりとなり、会に参加することで得られる健
康情報により健康づくりを意識した日常生活を送ること
の一助になっている。

・他者と集うことにより認知機能低下の防止が図られて
いる。さらに、サロンなどで住民同士お互いを知ること
により、気軽に声かけあって過ごせることが、安心して
過ごすことができるまちづくりつながっている。
コロナ禍において感染防止に努めた地域活動は、新しい
アイディアを取り入れた健康づくりの取組となってきて
いる。山形市社会福祉協議会で作成した、地域支えあい
活動事例集などを紹介しながら地区の皆さんへの活動の
参考にしてもらえるよう情報提供していく。今後ますま
す地域での健康体操などが活発になるよう、地域の方や
関係機関・団体の皆さんと協力しながら取り組んでいき
たい。

高齢者に集まっていただいて、介
護予防・健康づくり・地域活動に
参加することを推進しており、特
に、福祉や健康づくり、防災に力
を入れ、協議会活動を行ってい
る。

＊ふれあいいきいきサロン活動の推進

目的：地域での孤立・閉じこもり防止やふれあい交流・
仲間づくりを目的としている。

地区住民が主体となって、公民館やコミュニテーセン
ター、集会所又は個人の自宅を使用し、つどい交流する
場として開催している。令和4年度は新型コロナウイル
ス感染症拡大防止の観点から活動を休止するサロンが多
くあった。サロン活動をする場合には、時間帯を分けて
密にならないように数回に分けて会を開催したり、お天
気の良い日は屋内の活動から屋外の活動へ切り替えて開
催する工夫が見られた。
感染症防止対策が2年以上経過することにより、地域の
中でも体力低下や認知症の発症や認知機能の低下が見ら
れる方が目立ってきた。ふれあいいきいきサロンの効果
を実感した住民自ら、休止ではなく対策を講じての開催
という意識に変化している。「つながり」を絶やさない
ようサロン開催ができにくい地区の場合はサロンスタッ
フが軽体操のチラシなどを持参しながら見守り・声かけ
を行い地域で出来る健康づくりに取り組んでいる。

＊我が事丸ごと地域づくり推進事業
目的：住民に身近な圏域において、地域住民が主体的に
地域生活課題を把握し解決を試みることができる環境を
整備するものである。

現在21地区23拠点で各地区の特性を活かした活動をして
いる。住民が気軽に集まれる拠点の整備やそこから困り
ごとなどを把握し住民相互の支えあいや助けあいで解決
するような仕組みづくりが工夫して行われている。例え
ば、健康づくりのために百歳体操を中心とした運動を定
期的に実施し集まって近況を話すことからお互いの支え
合いにつながることなどのきっかけとなっている。
今年度は、ふれあいいきいきサロン活動推進と同様にコ
ロナ禍により各地区では全体的に年間活動計画通りに活
動ができなかったが、つながりを意識してコロナ禍にお
いても住民自らのアイディアで健康づくり活動の継続が
図られている。

自治推進委員会は、町内会や自治
会の中心となり、地区内の自治活
動を推進する立場をとっており、
各地区で行われる健康づくりやス
ポーツの普及等、各地区組織と連
携し、活動の支援を実施してい
る。

・ふれあいいきいきサロン活動の
推進（年６回～毎月）
・我が事・丸ごと支え合い事業の
推進（２２地区２４拠点）
・住民主体の通いの場への参加の
推進（いきいき百歳体操等）
・健康づくり事業
・軽スポーツ事業　　等

　内容：「いのちの大切さ学習会」
　演題：「発達障害」とは
　　　　～正しい理解と正しい対応のために～
　講師：花輪　敏男（ＦＲ教育臨床研究所所長）
　参加対象：山形市内各小中学校　PTA会員・母親委員
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令和４年度実績令和４年度実績

派遣薬剤師数：118人
派遣薬剤師延べ人数：2,404人
接種人数:94,540人

夜間休日における陽性者への対応
薬局数：44薬局
配送対応件数：264件

令和４年度実績

対象及び
内容等

令和４年度実績

令和4年5月26日
   市立出羽小学校
   いのちの学習
令和4年6月30日
   市立第四中学校
   いのちの学習
令和4年7月13日
   市立第七中学校
   いのちの学習
令和4年9月6日
   市立第九小学校
   「がん」という病気
令和4年9月9日
   市立第七中学校
   喫煙・飲酒の防止
令和4年11月8日
   市立東小学校
   喫煙・飲酒の防止
令和4年12月1日
   市立第五中学校
   思春期の心と体
令和4年12月15日
   市立村木沢小学校
 　思春期の心と体
令和5年3月2日
   市立楯山小学校
   思春期の心と体

30



別紙様式 １　　関係団体における健康づくりの取り組み状況

山形市老人クラブ連合会 山形市食生活改善推進協議会
山形市健康づくり

運動普及推進協議会
公益財団法人

山形市スポーツ協会
山形商工会議所 　全国健康保険協会山形支部 小学校校長会 中学校校長会

山形市民間立保育園
・認定こども園協議会

高齢期 青年期・壮年期を中心に
すべてのライフステージ

主に青年期・壮年期・高齢期 全ステージ 　青年期、壮年期 学童期 思春期 乳幼児期

運動・地域活動 栄養・食生活 運動 運動 　全項目 いのちの学習・こころの健康
いのちの学習
こころの健康

運動・栄養・食生活・喫煙・飲酒の防
止・こころの健康・いのちの学習・健

康診査・歯の健康・予防接種

健康づくり生きがいづくり事業 健康まつり
自主事業

①山形再発見！ウォーキング
②健康体操教室

スポーツ教室
会員事業所対象
健康診断事業

やまがた健康企業宣言
小学校教育研究会　養護部会

「健康教育の推進と養護教諭の役
割」

中学校教育研究会　養護部会
「伝え、高め合う養護教諭の専門

性」

令和4年4月～令和5年3月 令和4年9月～12月 ①５.６.10月
②4月～3月

令和4年4月～令和5年3月 令和4年5月24日～6月15日
令和5年1月6日～2月3日

平成28年度～継続中 通年 通年 年間を通して（通年）
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Ａ：『頭痛』について、保健室来室
時の活用資料を作成
　実際に活用している例を交えなが
らの研修となり、今後の執務にすぐ
に活用できるものとなり、保健室来
室時の適切な処置につながるものと
なった。
Ｂ：「ＩＣＴ活用」をテーマに、Ｐ
Ｃやタブレットを使った保健指導や
集計方法
　令和５年度からの校務のＩＣＴ化
に伴い、「おまかせ校務」ソフトが
導入され、生徒の出席状況の確認や
保健室来室記録、保健日誌の記載が
デジタル化された。そのための準備
となる研修会であった。養護教諭が
ＩＣＴを活用して情報処理や指導資
料の作成をスムーズに行い、効率的
に執務していく必要性を感じた。
Ｃ：救急処置対応の動画を作成　県
養護教諭夏季研修会で発表
　救急処置の仕方について、動画を
作成したことで、視覚的にとらえや
すく、養護教諭間での共通理解と
なった。県の様々な地区の養護教諭
からはわかりやすいと好評であっ
た。
　養護部会の実践事例を紹介した
が、他にも各学校において、山形県
が推進する「いのちの教育」、山形
市の「指導の指針」を下に、道徳を
含めた教育活動全般において、健康
を含めた「いのちの教育」を推進し
ている。

・「やまがた健康企業宣言」の登
録事業所数は年々増加しており、
国の健康経営優良法人2023認定事
業所も262社（前年は234社）と増
加傾向にあることから、事業所に
おける健康づくりへの関心の高さ
を実感しています。

・一方、「やまがた健康企業宣
言」のリニューアルにより、令和4
年3月31日以前に宣言した事業所も
順次、新モデルへの移行が必要と
なります。しかし、令和4年10月に
実施した取組状況アンケートの結
果（321社が回答）によると、新モ
デルへの移行が必要であることを
知らなかったと回答した事業所が
67.3％あり、移行は難しいと回答
した事業所も4.4％あったことか
ら、移行に対し理解を得られるよ
う丁寧な周知広報が必要と感じま
した。なお、令和5年5月より、新
モデルへの移行勧奨を実施中で
す。

交流会当日のみならず、事業に参
加するため各地区内での練習会等
が数多く開催されており、会員同
士の親睦、交流の活性化が図れて
いる。そのことから、健康づくり
生きがいづくり事業を今後も推進
していきたいと考える。

健康まつりの参集者は、壮年・高
齢世代が中心となっている。同時
開催の文化祭のプログラムによっ
ては子供から若者、働き世代も足
を運んでくれるため、食事バラン
スや減塩の普及が出来る機会に
なっている。
生活習慣病予防の献立(写真)やポ
スター展示等をすることによっ
て、望ましい食事を実際に目で確
認したり、塩分チェックシート
（食塩摂取に関するアンケート）
を用いて、自身の食塩摂取の傾向
を確認するなど、適切な食生活に
ついて理解や関心を持ってもらう
機会になっている。

また、協議会の献立を普及するた
めのチラシ配布では、地域の方に
食生活や健康づくりの普及をして
いくよい機会となり、本協議会の
活動を広報する機会にもなってい
る。

今後も、地域に根ざした活動とし
て、「健康寿命延伸」「減塩」
「野菜たっぷり」の普及ため、継
続していきたい事業と考えてい
る。

年間４５０名を超える受診申込を
いただいており、企業の従業員の
健康維持・増進に寄与するととも
に健康診断の普及に努めた。

①H28度から始めた事業で、毎回定
員を超す参加希望が寄せられてい
ます。「歩くことによって、今ま
で見過ごしていた地域の自然や歴
史にふれることができた」「皆と
一緒に歩くことが楽しい」などの
感想が寄せられています。事業の
際には、歩きながらその地域の歴
史や文化にも触れられるようにし
ております。今後もコースの地元
の推進員、実行委員の推進員で協
力し、地域に根差した活動になる
よう努力していきます。

②推進員が住んでいる地区を拠点
とした「運動する仲間づくり」の
場を定期的に開催しています。参
加者は数人から50名程度。活動の
拠点である公民館・コミセンには
いつも大変お世話になっていま
す。新型コロナウイルス感染症が
５類に移行し、活動も活発になっ
てまいりました。これからも、運
動を通して地域住民を元気にする
活動を継続していきます。

・老若男女、障がいのある方を対
象とした様々なスポーツ教室を企
画し多くの参加を得ている。

・体育館、野球場、球技場、プー
ルなど多様なスポーツ施設を管理
運営しており、それぞれの施設の
特性やスポーツ種目を選定するこ
とで参加される方の選択肢の増幅
を図っている。中でも、屋内プー
ルを会場とした「スローエアロ
ビック教室」では冬期間のなまり
がちな体力の維持、健康の増進に
寄与している。

・指導にあたるのは協会に加盟す
る49種目の各競技団体指導員で、
専門的知見に基づく効果的な運動
プログラムの提供が実現してい
る。

新型コロナウイルス感染症の感染
拡大に伴い、少人数でのグループ
研究を中心に活動しました。
全体会では、山形大学医学部附属
病院の福田先生より、最新の治療
について、わかりやすくご説明い
ただきました。
新しい情報を得ること、メンバー
が集まって学ぶことの大切さを再
認識することができました。
小学校の子どもたちのために、今
年度の課題を次年度に繋ぎ、解決
に向けた取組みを継続していくこ
とを確認しています。

・コロナ禍での生活も3年目に入りま
した。生まれた時からマスク生活の
中で過ごしている子どもたちがいま
す。今後、子どもの成長・発達にど
のような影響を及ぼすのか心配して
おります。今後はそれを踏まえての
保育や教育が求められますので、研
修等でしっかりと学ぶ必要があると
考えます。

・コロナとの共存が求められる中、
今後も休園等が続くことが想定され
ます。マスク着用が緩和されたり、
濃厚接触者の特定方法等が変わって
きましたが、その都度、園内で共有
し、迅速に対応することが必要で
す。そのためには、職員体制など
しっかり整えていくことが課題と考
えます。

令和４年度実績 令和４年度実績

当所会員事業所を対象に、企業で
働く従業員等の健康診断を実施。
総合健診等を受診していただい
た。
当所の共済制度を担当しているア
クサ生命保険㈱と連携して、「健
康経営」への取組みを会員企業に
周知。

令和４年度実績

・コロナの感染予防の対応が感染状
況や情勢と共に変化し、その都度行
政と施設としての対応を確認し、子
ども達の安全と安心に配慮しながら
生活した1年でした。濃厚接触者を特
定しないなど水際の対策ができなく
なるとともに園内での感染拡大、ク
ラス閉鎖が相次ぎました。
・協議会で行っている職員研修を通
して、乳幼児の健康や健やかな育ち
について学び、各園の情報交換を
行っています。コロナ禍で参集が難
しい状況ではありましたが、ZOOMな
ども活用しながら、保育士・保育教
諭、看護師、給食担当ごとに講師を
招いて研修を行い、そこで学んだこ
とを保護者に発信するなどして子ど
も達の健康な身体と心、生活を支え
ていくようにしました。

【健康診査】
・内科、歯科、眼科、耳鼻科各種健
診は園医の先生方からご配慮いただ
きコロナ禍ではありましたが実施す
ることが出来ました。
・マスクや手洗い、こまめな換気や
消毒などの実践から、インフルエン
ザをはじめ様々な感染症に罹患、流
行が減少していましたが、年度後半
は社会活動が通常に戻ってくるとと
もに、インフルエンザや様々な感染
症の流行が見られました。感染状況
に合わせながら、各園で感染症予防
対策を行っていきました。
・コロナの感染を恐れて、医療機関
の受診や健診、予防接種を控えるこ
とのないように、子ども達の体調に
合わせて受診を勧めたり、健診や予
防接種に関するお知らせの掲示や声
掛けを行うようにしました。

【対象】
全国健康保険協会（協会けんぽ）
山形支部に加入しており、直近の
健診受診率が70％以上の事業所

【内容等】
・全社員の健康づくりに取り組む
ことを意思表示し、掲げた宣言項
目の達成に向けた健康づくりを事
業所単位で実践するもの。
・宣言事業所に対し、協会けんぽ
山形支部より以下のようなサポー
トを展開。
◆健康づくりに関する情報提供
（健康啓発ポスターなど）
◆健康づくりDVDの無料貸出
◆事業所訪問型健康づくりセミ
ナー（オンライン開催にも対応）
の無料実施（運動、食生活、禁
煙、メンタルヘルス）
◆新聞などメディアを活用した、
事業所の健康づくり取組内容紹介
◆健康経営優良法人申請に向けた
アドバイス　等

【実績】
・令和4年度末で1,521社が「やま
がた健康企業宣言」に登録

【その他】
・より実効性の高い事業とすべ
く、令和4年度から「やまがた健康
企業宣言」をリニューアルし、登
録要件（健診受診率が70％以上）
および数値目標等の設定を必須と
する新モデルを展開。令和4年度以
降に宣言する事業所は全て新モデ
ルとなり、旧モデルでの宣言事業
所も順次、新モデルへ切り替えて
いただく。

令和４年度実績 令和４年度実績

１．対象者　市内養護教諭　２１名
２．内容
１回目　組織作り・年間計画・予算
審議・研究計画
２回目　グループ研修①
３回目　グループ研修②
４回目　グループ研修③
５回目　全体研修会
６回目　研究のまとめ

　研究テーマ「伝え、高め合う養護
教諭の専門性」
　３つのグループに分かれての研究
　
Ａ：指導資料作りのグループでは
『頭痛』について、保健室来室時の
活用資料を作成
　
Ｂ：「ＩＣＴ活用」をテーマに、Ｐ
Ｃやタブレットを使った保健指導や
集計方法
　
Ｃ：救急処置対応の動画を作成　県
養護教諭夏季研修会で発表

新型コロナウイルスの影響で、Zoom
を使っての研修が多かった。

令和４年度実績

１　対象者
市内小学校養護教諭　４４名
　
２．内　容
第１回　組織作り
第２回　グループ研究
第３回　グループ研究
第４回　全体研修
講演「学校の応急措置に求められ
ること」
講師　山形大学医学部附属病院
      形成外科長　福田　憲翁氏
第５回　グループ研究
第６回　全体研修
       グループ研究のまとめ
     （研究内容の発表）

※グループ研究では、「健康診
断」「保健教育」「保健室経営」
「健康相談活動」の分野を研究

令和４年度実績

１．当スポーツ協会の事業の柱
①生涯・地域スポーツの振興
②総合型地域スポーツクラブの推
進と支援
③競技力向上と競技スポーツの振
興

２．生涯・地域スポーツの振興に
ついてご紹介
①バレトン教室（一般女性対象）4
回実施　延参加者49名
②トランポリンスクール（園児・
小学生対象）4回実施　延参加者
111名
③スローエアロビック教室（一般
男女対象）10回実施　延参加者344
名
④軽スポーツ・ウォーキング教室
（一般男女対象）4回実施　延参加
者19名
⑤キックボクシング・エクササイ
ズ教室（一般男女対象）4回実施
延参加者42名
⑥市民スキー教室（小学生以上）2
回実施　延参加者87名
⑦ボッチャ教室（一般男女）4回実
施　延参加者49名
⑧グラウンド・ゴルフ教室（一般
男女）4回実施　延参加者50名

令和４年度実績

①対象：ウォーキングに関心のあ
る市民
内容：当協議会で作成したウォー
キングマップから選択して実施。
毎年、年３回行っており、R４年度
も新型コロナウイルス感染症予防
対策を講じながら実施した。
（１コース約３～６Km）
参加者数：計76名

➁公民館・コミュニティセンター
の協力を得ながら、江南公民館、
たてやまなかま館で開始し、年々
開催場所が増加し、活動の場を広
げている。
対象：関心のある市民（申込な
し）
回数：月１～２回/１会場
内容：ストレッチ体操、タオルス
トレッチ、音楽に合わせたリズム
体操など。
広報：公民館報・コミセンだよ
り、チラシ

実施状況（合計）
　実施回数：153回
　延べ参加者数：1433名

対象者
山形市老人クラブ連合会　会員

１　地区ごとの選抜チームによる
輪投げ交流会　　参加者　９６名

２　講座           年間３回
　　・健康講座
　　・生きがいづくり講座
　　・教養講座 参加者 ２８０名

３　室内スポーツ（パックカー
ル）交流会　　参加者　７２名

４　グラウンドゴルフ交流会
　　参加者　６７名

５介護予防教室　　　年間４回
　　参加者　７８名

各地区老連等の状況
地区において活動に対する取り組
み方針に温度差が見られたことか
ら、活動内容・回数に地域差がみ
られた。

令和４年度実績

１.対象者  市民

２.内容
各公民館、地区コミュニティセン
ターで行われる文化祭等で、「健
康寿命延伸」「減塩」「野菜たっ
ぷり」を目標に、主食、主菜、副
菜を組み合わせた生活習慣病予防
の食事の展示（料理または写真）
や減塩の普及啓発等を実施。
新型コロナウイルス感染症予防の
ため実施地区は９地区のみだった
ため、生活習慣病予防食と減塩普
及のチラシを作成し全地区で配布
した。

３.参加者
健康まつり実施は９地区
                    市民856人
チラシ配布　全市　　 2,388枚

31
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令和４年度実績 令和４年度実績 令和４年度実績 令和４年度実績 令和４年度実績

課名 男女共同参画センター スポーツ振興課 国民健康保険課 保健総務課 生活福祉課

ライフ
ステージ

思春期・青年期・壮年期
乳幼児期・学童期・思春期
青年期・壮年期・高齢期

青年期・壮年期 青年期・壮年期・高齢期 乳幼児期 乳幼児期 乳幼児期・学童期・思春期 乳幼児期から高齢期まで 高齢期 高齢期

推進項目 こころの健康 運動 生活習慣病の予防
運動、栄養・食生活、喫煙の防止、生活習慣病の予

防、歯の健康、地域活動
こころの健康・いのちの学習 健康診査・歯の健康・予防接種 予防接種 地域包括ケアシステムの深化 運動・地域活動

運動・地域活動、栄養・食生活、
心の健康、生活習慣病の予防・歯

の健康

事業等
の名称

女性の思春期から
更年期までの相談

山形市民スポーツフェスタ 特定健診受診促進事業 ＳＵＫＳＫ（スクスク）生活普及啓発事業 ママパパ教室 3歳児健康診査事業 予防接種事業 我が事・丸ごとの地域づくり推進事業 地域介護予防活動支援事業 介護予防普及啓発事業

実施期間 随時 令和4年10月9日 令和４年９月３０日発送 通年
令和4年4月～令和5年3月

（年16回）
令和4年4月～令和5年3月

（64回）
令和4年4月1日～令和5年3月31日 令和4年4月～令和5年3月 通年 通年

【対象者】
６５歳以上の高齢者

〇介護予防教室・講座

【内容】
　運動器の機能向上、栄養改
善、口腔機能向上、閉じこもり
予防、認知症予防、うつ予防等
について講話や実技等を実施
し、介護予防の啓発を図る。

【実績】
　７４回　１，２７２人
○栄養サポート訪問

【内容】
　低栄養や肥満傾向等がみら
れ、栄養状態や食の生活行為の
改善を必要とされる方に対し、
在宅での食の自立した生活を維
持できるように管理栄養士が訪
問し支援する。

【実績】
　２７０件

取り組み
による効
果や感じ
ていること

出産や育児、また女性特有の
体の変化等による不安の解消
と情報提供のため、今後も継
続していきたいと考えてい
る。

山形市民の生涯スポーツの振
興及び健康づくり、スポーツ
に親しむきっかけづくりを目
的に実施している。新型コロ
ナウイルス感染症の影響前の
半分程度の参加人数となっ
た。また、昨年に引き続き在
宅参加型のプログラムも実施
ている。健康づくりのプログ
ラムは山形市健康づくり運動
普及推進協議会と連携した事
業を行っている。

各健診センターより、直前の
受診者情報と予約情報のデー
タ提供の協力を得たことで、
すでに健診を受診した方への
勧奨通知送付を抑えることが
でき、勧奨が必要な方へ送付
できた。
また、取り組みの効果として
健診の受診率が年々上昇して
いたが、令和２年度について
は新型コロナウイルス感染症
の影響により減少傾向となっ
た。

特定健康診査受診率
H28　39.6％
H29  40.5％
H30  41.3％
Ｒ1　41.4％
Ｒ2　37.3％
Ｒ3　40.7％
（Ｒ4は10月頃判明）

・事業を継続することで、健康に関心を持つ市民の
割合が増え、「ＳＵＫＳＫ（スクスク）」に配慮し
たバランスのよい生活習慣が浸透していくことによ
り、市民の健康寿命の延伸が期待できる。

教室実施後のアンケートでは、
満足度の高い回答が多く寄せら
れたが、おむつ交換や沐浴の体
験を希望する声も多く挙げられ
ている。
今後は、安全に育児等に関する
知識や技術を取得できるよう、
感染防止対策を行った上で段階
的に実技体験を再開し教室の実
施を継続していきたい。

受診率及びかかりつけ医を持つ
割合は９割以上で安定してい
る。
むし歯の有病率は9.0％であ
り、前年度と比べ減少傾向であ
る。

新型コロナウイルス感染症対策
として、個別通知による少人数
制とし、健康診査の回数を増や
すなど感染対策を行い実施し
た。

　四種混合予防接種やB型肝炎
予防接種等の接種率は昨年同様
の水準であった。しかし、麻し
ん風しん混合予防接種２期につ
いては、他の予防接種と比較
し、例年接種率が低い状況であ
るため、未接種者への個別通知
を実施した。今後も接種勧奨を
継続し、一定の接種率を確保す
る必要がある。
　子宮頸がん予防ワクチンにつ
いては、国から令和３年１１月
に積極的接種勧奨の再開が通知
されたことにより、接種率は増
加している。令和４年４月に高
校１年生の女子及び保護者に対
し、接種に係る情報提供を実施
した。また、令和４年６月に
キャッチアップ対象者のうち、
接種未完了者への個別通知を
行った。

１．事業効果
・地域住民の困り事などの早期発見、早期
対応につながった。
・高齢者向けの事業だけでなく、子どもや
子育て世代を対象とした事業を実施したと
ころ、世代間交流につながった。
・地域包括活支援センターなどの専門機関
や行政だけでなく、地区内にある病院、交
番、小学校等と連携できるようになった。
・地域の実情に合った体制をづくりを進め
ていく中で、地域の支え合いの意識が醸成
され、自らの地域のまちづくりの将来像な
どを議論できるようになった。

２．令和5年度事業
22地区24拠点から新規で2地区2拠点を増や
して実施予定。

　住民が主体的に活動を行うこ
とで、より多くの住民が介護予
防の運動を継続して実施してい
る
　新型コロナウイルス感染症の
影響で活動を休止していた団体
が、徐々に活動を再開してきて
いる。コロナ禍で外出の機会が
減少し、高齢者のフレイル状態
の悪化が懸念される。今後は参
加者や実施会場の増加について
関係機関と連携しながら検討し
ていきたい。

 新型コロナウイルス感染症の
影響により参加者数が減少して
いたが、少しずつ回復傾向にあ
る。
　介護予防教室・講座について
は地域での活動が徐々に再開し
ており回数が増加した。また、
現在活動している団体へ赴き、
参加者の反応を見ながら、介護
予防の知識を普及することは、
多くの高齢者に普及啓発できる
という点において効果的である
と思われる。
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令和４年度実績

母子保健課

令和４年度実績

長寿支援課

対象及び
内容等

【対象者】
40歳～74歳の国民健康保険加
入者

【内容】
勧奨資材の送付による受診勧
奨（対象者を過去の受診歴等
に応じてグループ分けし、そ
れぞれ内容の異なる資材を送
付）

【発送および発送数】
令和4年9月30日発送（20,391
通）

住民が地域の生活課題を自らの課題（我が
事）と捉住民が地域の生活課題を自らの課
題（我が事）と捉え、それらを（丸ごと）
受け止め解決に結びつける仕組みづくりを
行う。

１．対象者
乳幼児から高齢者まで全ての世代

２．事業概要
① 地域内に活動拠点をつくる
地区の集会所やコミセン、社会福祉施設な
どを活用し、地域の中に活動の拠点を整備
する。
そこでは、子育てサロンや百歳体操など、
地域住民が気軽に集まれる事業を行う。

② 相談支援体制をつくる
①の事業の際に、住民同士の身近な会話か
ら把握した困り事や相談事に対して、お互
いの支え合いで解決できるような地域の実
情に合った協力・連携体制を構築し、解決
に努める。

③ 専門機関や専門職につなぐ
地域での解決が困難な事案については、地
域包括支援センター、生活支援コーディ
ネーター、福祉まるごと相談員などの専門
機関及び専門職につなぎ、連携を図りなが
ら対応する。

３．実績
22地区24拠点で実施（第６、第１０、鈴
川、第２、第３、第８、出羽、椹沢、東
沢、南沼原、村木沢、第一、第四、第五、
第七、飯塚、金井、明治、蔵王、南山形、
滝山、
第10(2拠点目)、鈴川(2拠点目)、大郷（令
和4年7月から開設））
活動拠点を活用した事業開催数　1,721件

１　対象者
山形市に住所を有する初産の妊
婦と夫（妊娠１６～３３週）

２　内容
・管理栄養士講話
   妊娠中の食生活
・歯科衛生士講話
   妊娠中の歯の手入れ
・助産師講話
   産後の生活、授乳
・個別相談（希望者のみ）

※新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、内容を講話と個
別相談にし、予約制で規模を縮
小して実施した。ママパパ教室
に参加できない方に御覧いただ
けるよう、妊娠中の生活や赤
ちゃんとの関わり方についての
情報や、写真付きでおむつ交換
や沐浴の手順を示した情報を
「おうちで学ぼう！ママパパ教
室」としてホームページに掲載
した。

３　参加者数
５３２人
（妊婦２７４人、夫２５６人）

１　対象者
　　市民

２　内容
　市民の健康づくりに向けた活動の活発化を図るた
め、「ＳＵＫＳＫ（スクスク）生活」や保健所に設
置したシンクタンクで調査研究を行った重点項目
「歯周病・減塩・腹部肥満（ＤＥＢ）・フレイル」
に係る普及啓発について、主に次に掲げる取組を実
施した。

⑴　普及啓発用リーフレットの配布等
ア　普及啓発用リーフレット
　「ＳＵＫＳＫ（スクスク）生活」の普及啓発のた
め、これまでの調査研究を基に作成したチラシ及び
リーフレットを、市民向け各種講座・イベントで配
布するなど、市民への周知を図った。また、山形市
公式ホームページにチラシ及びリーフレットを掲載
するとともに、ＳＮＳを活用し、広く市民等への情
報の発信に努めた。
イ　普及啓発用動画の配信
　「ＳＵＫＳＫ（スクスク）生活」の普及啓発のた
め、東北芸術工科大学の学生と一緒に制作した普及
啓発用のアニメーション動画を、市公式ホームペー
ジやＳＮＳ等へ掲載するとともに、出前講座等で上
映し紹介した。（企画調整課で実施した映像による
シティブランディング推進事業の一環）
ウ　山形新聞での情報発信
　「市政キャンペーン」（令和４年５月２８日掲
載）において、「ＳＵＫＳＫ（スクス）生活」の紹
介及び普及啓発用動画の二次元コードを掲載した。
エ　テレビ広報番組による情報発信
　ＹＢＣ「やまがた市政の目」（令和４年８月１３
日放送）及びＹＴＳ「やまがたＣｉｔｙ情報」（令
和４年８月１９日放送）において、「ＳＵＫＳＫ
（スクスク）生活」を紹介した。
オ　ラジオモンスターによる情報発信
　ラジオモンスターの番組「ハローやまがた声の広
報」（令和５年１月６日放送）において、「ＳＵＫ
ＳＫ（スクスク）生活」を紹介した。

⑵　健康ポイント事業ＳＵＫＳＫ（スクスク）の参
加者の拡充
　詳細については、ＳＵＫＳＫ（スクスク）生活推
進事業の欄を参照

1　対象　市民（全世代）

2　内容
　来場参加型プログラムとし
て、山形市総合スポーツセン
ターを主会場に市民の生涯ス
ポーツの振興のため子どもか
ら高齢者までの多世代の市民
を対象として、軽スポーツや
健康づくりに向けた運動等を
実施した。また、県内プロス
ポーツチームによる体験教室
を開催した。在宅型プログラ
ムとして、プロスポーツチー
ムによるチャレンジ企画の動
画を公開した。

3　参加人数　2，687人

【内容】
助産師による『女性の思春期
から更年期までの相談』とし
て、女性の健康、出産と育児
などの電話・訪問相談を実施
した。

【令和4年度実績】
・相談件数
　64件
・年代別相談件数
　10代　　0件
　20代　　2件
　30代　　55件
　40代　　7件

【対象者】
６５歳以上の高齢者

【内容】
　介護予防の運動を目的に、集
会所等に週1回以上集まる住民
主体の通いの場の立ち上げと、
継続支援を行う。

〈立ち上げから１年目まで〉
①介護予防の普及啓発と「いき
いき百歳体操」の紹介・説明
②技術支援（年４回程度）
③体力測定の実施（年２回）
④体操のDVDと錘の無料貸し出
し

〈２年目以降〉
①技術的支援（講師派遣）と体
力測定を併せて年３回まで（た
だし体力測定は年２回まで）

【実績】
（１）実施団体・参加者数
     （令和５年２月末）
　　　１０４箇所　１，８６２
人
（２）立ち上げ支援　２回　１
９人
（３）継続支援　１３回　２９
６人

１　対象者
3歳を超え満4歳に達しない児

２　内容
尿検査、眼科屈折検査、ティン
パノメトリー、耳鼻科診察、問
診、歯科診察、身体計測、小児
科診察、視力検査（必要時）、
個別相談

３　参加人数
１，６９０人
（該当児数１，７０４人）

１　対象
山形市民のうち定期予防接種対
象の年齢に該当する者
　
２　内容
定期予防接種の接種勧奨
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別紙様式１ 市における健康づくりの取り組み状況

令和４年度実績 令和４年度実績 令和４年度実績 令和４年度実績 令和４年度実績

障がい福祉課 こども未来課 農政課 済生館管理課 社会教育青少年課

主に青年期・壮年期 乳幼児期 全ステージ 青年期壮年期～高齢期 学童期・思春期 学童期・思春期 学童期・思春期 青年期・壮年期

こころの健康 栄養・食生活 栄養・食生活 喫煙・飲酒の防止 こころの健康　いのちの学習 歯の健康
運動・こころの健康・生活習

慣病の予防

こころの健康と福祉の展示
市立保育所の予定献立のお知らせ・食
事だよりの配布・給食サンプル展示

食育フェア 市民健康講座
喫煙の害、飲酒について正し
い知識を保健学習において学

ぶ
いのちの学習研修会 むし歯予防対策

（代表的事業例）
「睡眠」と「健康」の知恵袋講

座

年１回（精神保健福祉週間に
合わせ、令和４年１０月２４

日～１０月２８日）
通年 令和4年12月10日(土) 令和5年3月25日 通年 一部開催

①コロナの影響により中止
②通年

令和４年度
９・１０月　計２回

市庁舎を訪れる一般の方へ精
神障がいのある方への支援や
事業所の取り組み、相談窓口
などを知っていただき、ここ
ろの健康について考える機会
を提供することができた。

・保護者と園児が給食サンプルを見な
がら、食材や献立について会話をした
り、子どもの「おいしかった」との声
を聞いて保護者から給食メニューの作
りかたを尋ねられたりすることもあ
り、食事に対しての関心を高めるとこ
とができた。また、献立表や食事だよ
りを配布することで、家庭の食事作り
に役立っているなどの声も聞かれ、家
庭での食生活を見直すきっかけになっ
ていると考える。

・本事業では、参加者を起点として、家庭
や地域において食育を実践する市民を拡大
することを目的の一つとしている。参加者
アンケートでは、食育に「関心がある」
「どちらかといえば関心がある」と回答し
た人の割合がほぼ１００％となっており、
食育が市民に広く認知されていることがう
かがえる。　また、講演等により栄養・食
生活に関する情報を提供することで、生活
習慣病の発症・重症化予防や健康づくり
等、健康寿命の延伸につなげることも目的
としており、参加者アンケートでは、バラ
ンスが取れた食事を、「ほとんどできてい
る」「おおむねできている」と回答した人
の割合は約７７％であった。 食育や地産地
消の推進を図るうえでは、谷間となる若い
世代へ食育や地産地消への関心や意識を高
める機会をつくることが引き続き重要と考
えており、今後も若い世代に関心を持って
もらえるような機会を作っていきたいと考
えている。

申込みの段階から市民から
「WEBでなく会場で見ることは
できないか」との問い合わせ
が多かった。コロナ禍前に実
施していた対面形式での市民
健康講座は80～100名の参加者
であることから、脳卒中は市
民の関心が高いテーマだと感
じている。

保健学習などによって得た知
識により、適切な行動選択が
できるようになっている。ま
た、すべての小中学校におい
て学校保健計画内に「喫煙・
飲酒・薬物乱用防止教育」に
ついて位置づけられ、実施さ
れるようになっている。

研修会を通して専門的な知識
を学び、学校現場で役立つ対
応方法等を共有することがで
きた。困り感を持つ児童生徒
に対して寄り添った指導や効
果的なアドバイスができるよ
う、今後も継続していく。

多数の申し込みがあったこと
や参加者の熱心にメモをとる
姿から、睡眠に対する市民の
関心の高さが見受けられた。
講座の充実度を高めながら継
続していきたいと考えてい
る。
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令和４年度実績

学校教育課

１　対象者
一般成人

２　内容
１回目　最適な睡眠を考える
２回目　よい睡眠のための睡
眠環境

３　参加者数
１回目　１７人
２回目　１４人

計　　　３１人

小学生
保健学習において「病気の予
防」でからだに及ぼす影響や
受動喫煙について、未成年者
の喫煙や飲酒は法律によって
禁止されていることなどにつ
いて学習する。

中学生
保健学習において「健康な生
活と疾病の予防」において健
康に及ぼす影響について学習
する。

（１）いのちの教育研修会

【１回目】
期日
令和４年９月２２日（木）
（オンライン開催）

講師
梅宮れいか 氏
（福島学院大学副学長・大学
院心理学研究科教授）

題目
「教育現場におけるＬＧＢＴ
の児童・生徒への対応」

対象
市内小・中学校の教職員

【２回目】
日時
令和５年１月２６日（木）
開催予定であったが中止

対象
市内小・中学校の教職員

（２）いのちの教育推進懇談
会
日時
令和５年２月９日（木）
開催予定であったが中止

内容次年度のいのちの教育研
修会に向けた意見交換　懇談

１．対象者
①市立小中学校学校保健担当
者
②市立小中学校の児童及び生
徒

２．内容
①例年は研修会を実施してい
るが、今年度はコロナの影響
により中止。
②各学校にてブラッシング指
導や歯科講話など各学校の実
情に合わせた歯科指導を実
践。

【目的】
　地域社会における精神障が
い者の自立支援や社会参加の
促進など、精神保健及び精神
障がい者の福祉への理解を深
めるために、精神保健福祉活
動の啓発を行う。

【内容】
　市庁舎１階エントランス
ホールにて、こころの健康や
福祉に関するポスター・パン
フレット等のパネル展示を行
うとともに、精神障がい者家
族教室実行委員会が中心とな
り、地域活動支援センターや
家族会、当事者団体の活動内
容等、精神障がい者関係機関
の紹介を行った。

１対象者
市立保育所１０園

２内容
・給食の予定献立表と食事だよりを毎
月配布。
・給食サンプルを展示

※予定献立表・食事だよりは、民間立
認可保育所、認定こども園、小規模保
育事業所、家庭的保育事業所、認可外
保育施設にも要請に応じて配布してい
る。

　食に関する専門家を講師に招いた基調講
演を通して食の大切さについて関心を高め
てもらう機会を提供し、食育の推進を図
る。

１．対象者
    すべての世代（未就学児不可）
     ただし、定員100名の事前申込制。

２．内　容
基調講演（オンライン開催）
講師：大塚製薬株式会社　岸 洋一郎 氏
演題：「栄養のお話し　～カラダは食べた
物で出来ている～」

３．参加者数　５０名

コロナ禍により、不特定多数
の市民が集まる従来の講座開
催が難しかったため、ZOOM
ウェビナー形式による市民健
康講座を実施した。

演題
「脳卒中の予防の最新の治療
について」

講師
脳卒中センター
山木哲　医師
　　　（脳神経外科医）
金内ゆみ子　医師
（リハビリテーション科医）

司会
脳卒中センター長
近藤礼　医師

参加者　25名

(昨年度は、リハビリテーショ
ンの動画配信を行っている）
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課名 健康増進課 健康増進課 健康増進課 健康増進課 健康増進課 健康増進課 健康増進課 健康増進課

ライフ
ステージ

全ステージ
乳幼児期・学童期

・思春期
乳幼児期・学童期

・思春期
青年期・壮年期

(高齢期にまたぐ）
青年期・壮年期

(高齢期にまたぐ）
青年期・壮年期

(高齢期にまたぐ）
青年期・壮年期

(高齢期にまたぐ）
青年期・壮年期

(高齢期にまたぐ）

推進項目 こころの健康 栄養・食生活 栄養・食生活 栄養・食生活 栄養・食生活 栄養・食生活 生活習慣病の予防 生活習慣病の予防

事業等の
名称

自殺対策事業 離乳食教室 幼児・学童対象の食育講座
食塩摂取の意識調査

「塩分チェックシート」
食生活改善推進員養成講座 食生活改善推進員の育成 生活習慣病予防栄養講座 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ予防教室

実施期間 R4.4.1～R5.3.31 R4.4～R5.3 R4.7～R4.8 通年 R4.6～R5.2 R4.4～R5.3 R4.6～R4.3　年間　計7回 R4.9～R4.12

取り組みに
よる効果や
感じている
こと

計画の数値目標である自殺死亡率を11.7
（令和5）まで減少させるため、各関係課及
び関係機関が連携し支援等を行える。
市職員向けの「こころ支えるサポーター養
成講座」の受講促進に努め、職員自身が相
談者に対して適切な対応を図ることができ
る。
また、若者への支援としてSOSの出し方に関
する教育等について教育部門と連携し取り
組むことが期待される。

参加希望者が多く、定員を超える場
合は、講座を追加して開催してい
る。
講座は、離乳食への理解と同じ月齢
の子を持つ保護者との交流の場と
なっている。また、子育て世代が食
生活を見直すきっかけとなるよう教
室を継続していきたい。

子どもの食生活の現状を改善するた
めには、幼児期からの食育ととも
に、調理体験を通して食生活の大切
さを意識づけする機会が必要であ
る。
昨年度まで調理実習は制限して実施
していたが、調理体験を通じた食育
は効果的であるため、安全に実施し
ていきたい。

塩分チェックシートを記入し、塩分
の多い食品や料理を理解してもらう
ことによって、食生活を見直す機会
となり減塩に取り組んでもらうこと
ができる。望ましい食生活の継続の
ため今後も実施していきたい。

市内全地区で健康づくりを普及して
いくためには、食生活改善推進員の
協力が必要である。推進員として活
動している人数が減少しているため
養成講座受講生を増やしたい。

会員の高齢化に伴い退会者が増加傾
向。地域における健康づくりボラン
ティア団体として認識されており、
食育事業等で地区要請は増加してい
る。地域との連携で円滑に活動でき
るようにしていきたい。また、氾濫
する情報に適切に対応できる知識・
技術の修得や新しい栄養情報を伝え
るための研修、指導は継続して行う
必要がある。

事業を継続することで、生活習慣病
予防や糖尿病予防、減塩について普
及啓発を進めることができる。
特に糖尿病予防がテーマの講座への
参加者が増加傾向である。
講話のみの講座には、男性の参加が
増加している。

食生活改善推進員の協力を得ること
により、各地区での実施が実現して
いる。今後もバランスのよい食事の
普及を進めていくことは、生活習慣
病や高血圧予防について効果が期待
できると考えている。

１．対象者
20歳以上の市民15名

２．内容
ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ・糖尿病の2テーマ
を設定し、管理栄養士による講話と
調理実習を実施した。

３．回数・参加者数
　　5回・40人

※新型コロナウイルス感染症の感染
が拡大したため、1回（7月）中止と
なった。
ヘルシークッキングルーム空調設備
修繕のため、調理実習1回（3月）中
止となった。

１．対象者
食生活改善推進員・市民

２．内容
食生活改善推進員の協力を得て、市
民を対象に講話、調理実習を実施

３．実績
　　講話・調理実習　23回　281人
　　配布数　2,041枚

※新型コロナウイルス感染症予防の
ため調理実習の他、食生活改善推進
協議会の協力を得て、普及リーフ
レットを作成し市民へ配布した。

対象及び
内容等

平成31年3月に「いのち支える山形市自殺対
策計画」を策定し、計画に基づき、自殺対
策を「生きることの包括的な支援」として
推進している。

【事業概要】
①こころ支えるサポーター（ゲートキー
パー）養成講座
サポーター手帳を講座受講者に配布。
②普及啓発…自殺予防週間、自殺対策強化
月間
③メンタルヘルスチェック「こころの体温
計」
④こころの健康相談の充実
⑤「山形市自殺対策推進庁内連絡会議」及
び「いのち支える山形市自殺対策協議会」
の設置及び開催
⑥児童生徒のＳＯＳの出し方教育

【対象：実績】
①－１
・市職員（主任主査昇任者・新規採用職
員）参加者233名
・市職員（窓口相談担当職員）26名
・市職員･･9月の自殺予防週間に合わせて机
上研修961名
①－２食生活改善推進員及び運動普及推進
委員：参加者26名
①－３福祉用具貸与販売事業所職員：参加
者29名
②
・自殺予防対策に関する普及啓発コーナー
を図書館や霞城セントラル内に設置し、啓
発グッズや周知用ちらしを配布した。。
・ＨＰや広報、ＳＮＳを通じて自殺対策・
予防、メンタルチェックシステムについて
周知・啓発を行った。
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、
生活への不安を抱え、不眠時やうつ状態等
の精神症状の悪化が持続している住民が追
い詰められる前に相談に繋がれるように相
談窓口のチラシ・ポスターを配布した。
　約400か所（市内クリニック、市内薬局、
関係機関、市関係各課）
③こころの体温計総アクセス数：42,348件
④
・精神科医師による定期相談 18件
・精神保健福祉士・保健師による相談 104
件
・家庭訪問85件
・電話相談 1,907件
⑤山形市自殺対策推進庁内連絡会議
　【11課】2回開催
・いのち支える山形市自殺対策協議会
　【22団体】1回開催（書面会議）
⑥市内小学5年生を対象に児童生徒のＳＯＳ
の出し方教育の授業を実施：モデル校2校

1．対象者
「これから離乳食を始める方」4～5
か月児をもつ保護者

２．内容
乳児の健やかな成長・発達への支援
のため、離乳食のすすめ方について
習得する目的で講話と個別相談を実
施。

３．回数・参加者数
　　25回・240人

※新型コロナウイルス感染症予防の
ため調理実習は中止し、講話時に調
理のポイントの動画を上映した。

１．対象者
幼児、学童期の子ども及び保護者

２．内容
幼児期・学童期から食の喜び、重要性、
食習慣を体得するよう支援する事を目
的として実施。講話、調理実習を行う。
各地区の普及は食生活改善推進協議
会の協力で各公民館、コミュニティセン
ターで実施。

３．実績
　調理実習・講話（地区開催）20回　228
名
　配布数　　2,571枚

※新型コロナウイルス感染症予防のた
め保健所会場は中止となった。
各地区の普及は、食生活改善推進協議
会の協力を得て、調理実習や普及リー
フレットを作成し放課後児童クラブへ配
布した。

１．対象者
市民

２．内容
減塩普及のため、望ましい食生活の継
続を目的として実施。塩分チェックシー
ト「いい塩梅で、元気に長生き」を記入
し、食塩摂取量の意識調査を行う。栄養
講座等で実施した。
　
３．実績
　　回答数　678件

１.対象者
健康づくり食生活改善推進ボラン
ティア活動に熱意を持ち地域におい
て実践活動を行うことができる方

２.内容
健康づくりのための正しい食生活の
確立を目指して地域における健康づ
くりの担い手となる食生活改善推進
員を養成する。食生活改善と健康づ
くり推進等に必要な基礎知識の習得
のための講義と実習。

３．受講者数　11人

※新型コロナウイルス感染症予防の
ため調理実習は、自宅での学習や調
理室で調理のみ行い、自宅で試食と
なった。

１.対象者
養成講座を修了し推進員として活動
している市民

２.内容
栄養食生活の改善をとおして、生活
習慣病の予防と健康づくりを図るた
め、地域住民に対する食生活の改善
の普及啓発を効果的に推進するため
に支援を行なう。山形市の健康づく
り事業や食育事業に添った内容の研
修会を代表者に実施し、代表者が地
区会員、住民への普及活動を実施し
ている。

３．会員数　460人

※新型コロナウイルス感染症予防の
ため公民館、コミュニティセンター
での伝達講習会は縮小していたが、
感染対策を行い、実施できた。

令和４年度実績 令和４年度実績 令和４年度実績

21

令和４年度実績 令和４年度実績 令和４年度実績 令和４年度実績 令和４年度実績
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健康増進課 健康増進課 健康増進課 健康増進課 健康増進課 健康増進課 健康増進課 健康増進課

高齢期 青年期・壮年期 青年期・壮年期 青年期・壮年期 青年期・壮年期・高齢期 高齢期
青年期・壮年期

(高齢期にまたぐ）
青年期・壮年期

(高齢期にまたぐ）

栄養・食生活 喫煙防止・適正飲酒 悪性新生物（がん）予防 歯の健康
運動、栄養・食生活、こころの健康、生活習慣病の予
防、がん予防、歯の健康、地域活動

運動・地域活動 運動・地域活動 運動・地域活動

はつらつシニア講座 特定保健指導 がん検診 歯周疾患検診 山形市健康ポイント事業SUKSK ストレッチ体操体験教室 運動普及推進員養成講座 運動普及推進員の育成

R4.11～R5.1 通年 通年 6月～12月 通年 R4.6～R5.3 R4.6～R5.2 R4.4～R5.3

高齢期の食事について、実際に調理
をして試食することによって、分
量、味、硬さ等確認することが出来
る。また高齢者の社会参加の機会と
なっている。
高齢者サロン等から調理実習や講話
の依頼も多くなっており、今後も継
続していきたい。

特定保健指導の中で喫煙防止および
適正飲酒についての指導を行ってお
り、今後も普及啓発に取り組んでい
く。

・受診者を増やすために、今後も引
き続き健診機関と調整し、受診しや
すい環境（休日健診やセンター内健
診等）を整えていく。
・国の指針に基づき、令和2年度よ
り胃がん検診における胃内視鏡を導
入した。導入により胃がん検診受診
率の向上が見込まれる。

個人通知をしても受診率が伸びな
かったため、平成27年度より個人通
知を廃止している。今後も、特定健
診やがん検診の受診案内や広報やま
がた、パネル展示等での周知を徹底
し受診券の発行につなげる必要があ
る。

特に働き盛り世代の方に多く参加していただくこ
とができた。令和４年度途中から感染拡大に伴う
様々な制限が解除されたことに伴い、各種イベン
ト等が実施できるようになったことや運動施設の
利用でポイントを付与する仕組みを整えることが
できた。
令和４年度後半以降は、スマートフォンアプリを
活用した新規登録者が増えたため、スマートフォ
ンを活用した取組をさらに増やしていきたい。ま
た、健康経営優良事業所への働きかけなど、登録
事業所を増やすことで登録者増を図っていきた
い。

参加者数の大多数を65歳以上が占め
ており、高齢者の健康づくりのきっ
かけとなっている。また、ストレッ
チ体操の間に歯科衛生士による口腔
体操や唾液腺マッサージなど、オー
ラルフレイル対策講座も実施してい
る。開催場所によって参加人数にバ
ラつきがある為、広報やまがた以外
にもＳＮＳ等での募集も実施し参加
者を募っていく。

月１回程度の講座で、健康づくりに
関する医師や大学教授等による座
学・健康運動指導士による実技指導
などを取り入れている。参加者の平
均年齢は５７歳（令和４年度）。

運動普及推進員養成講座修了後、５
年間の活動をお願いしているところ
であるが、仕事や家庭の都合等で入
会後５年経たず退会してしまう者も
いるのが課題である。各地区の推進
員の人数にもバラつきがあり、今後
存続が難しくなってくる地区も出て
きている。

【目的】
市民の健康寿命の延伸を図るため、楽しみながら
健康づくりに取組むことにより、市民の健康意識
の向上と自主的で継続的な健康づくりを促進す
る。

【事業の概要】
スマートフォンアプリや通信機能付き歩数計を利
用した健康づくりシステムを活用し、日々の歩数
や健康づくり講座、健診など市が指定した事業に
参加することでポイントが加算され、ためたポイ
ントで抽選に参加することができ、当選者には市
の特産品等を活用した記念品を贈る事業。
また、山形県の「やまがた健康マイレージ事業」
にも参加し、マイレージ事業については、県と協
働で実施。
　
【対象者】
山形市に在住・在勤者で、かつ、18歳以上の者

【実績】
令和5年3月31日現在
参加者数：9,859名
内訳：アプリ利用者8,081名（個人6,663名、事業
所1,418名：事業所数60か所）
歩数計利用者878名
ポイント手帳等利用者900名

１．対象者
市報等により申込みのあった20歳以
上の市民20名

２．内容
体調確認後、手軽にできるストレッ
チ体操の実技を体験する。

３．回数・参加者数
全9回・89名

（再掲）
65歳以上 　74名
20～64歳 　15名

令和４年度実績

１.対象者
山形市に住所を有し、地区組織活動
の趣旨に賛同し、自ら普及員となっ
てボランティア活動を実践する熱意
を有するもの。７０歳くらいまでの
男女。

２.内容
 日常生活の中に、安全でかつ効果
的に身体活動を増やし、生活習慣病
を予防するための具体的な基礎知識
を理解し、「健康づくりのための運
動」を地域住民に普及する地区組織
活動を行う運動普及推進員を養成す
るための教育事業を行う。

３．受講者数　9人

令和４年度実績

１.対象者
養成講座を修了し推進員として活動
している市民

２.内容
市民に対し運動の効用を普及し、日
常生活の中に健康づくりのための運
動を定着化させることを目的とす
る。運動普及推進員の意識の高揚を
図り、運動普及推進協議会活動に適
切に対応できる知識・技術を習得す
るための研修や指導を継続して行
う。

３．会員数　154人

１．対象者
高齢者

２．内容
低栄養予防、健康増進のための望ま
しい食生活を普及することを目的と
して実施。
調理実習は各地区の食生活改善推進
員の協力で各公民館、コミュニティ
センターで実施。

３．実績
　　講話・調理実習　22回　267人
　　配布数　1,968枚

※新型コロナウイルス感染症予防の
ため調理実習の他、食生活改善推進
協議会の協力を得て、普及リーフ
レットを作成し市民へ配布した。

・特定保健指導
【目的】
生活習慣病を防ぐために、対象者が
自分の健康に関するセルフケアがで
きるようになることを目的として実
施する。
　
【対象者】
山形市国民健康保険加入者の特定健
診受診者のうち、動機付け支援・積
極的支援に該当する方

【実績】
R3実績：360人（法定報告値）
R3実施率：30.8％
（R4の実績は未確定）

【目的】
がんの死亡率を低下させるため、早
期発見、早期治療を目的として実施
する。

【対象者】
山形市に住所を有する40歳以上の方
（ただし、子宮がん検診は20歳以上
で年度内に偶数歳になる方、乳がん
検診は40歳以上で年度内に偶数歳に
なる方）

【検診方法】
・公民館、コミュニティセンター等
で受ける方法
・国保ミニドックで受ける方法
・医療機関で受ける方法

【実績】
40～69歳（ただし、子宮がんは、20
～69歳）
・胃がん　　： 6,404人（23.2％）
（内訳）エックス線検査　6,097人
　　　　胃内視鏡検査　　　307人
・肺がん　　： 9,775人（35.4％）
・大腸がん　： 9,482人（34.3％）
・子宮がん　： 3,850人（31.8％）
・乳がん　　： 3,424人（40.6％)
＊子宮がん、乳がん健診について
受診者数は、当年度受診者数だが、
受診率は2ヵ年受診率。

平成29年度より子宮・乳がん休日検
診を実施
令和4年度実績
10月1日（土）
子宮がん：14人
乳がん：20人（うちクーポン利用1
人）
10月15日（土）
子宮がん：15人
乳がん：23人（うちクーポン利用5
人）
11月19日（土）
子宮がん：18人
乳がん：23人（うちクーポン利用2
人）

【目的】
歯周疾患の早期発見と適切な歯科保
健指導を行うことを目的として実施
する。

【対象者】
年度末年齢40歳、50歳、60歳、70歳
の方

【検診方法】
県内の歯科医療機関での個別方式
広報やまがたやホームページ等で周
知し、受診希望者へ受診券を交付す
る。（郵送・窓口）

【実績】
受診券交付数：76件
（窓口交付10件、郵送66件）
検診受診者：34名
（40歳:3名、50歳:6名、60歳:14
名、70歳:11名）
受診率：0.3%

令和４年度実績 令和４年度実績 令和４年度実績令和４年度実績 令和４年度実績 令和４年度実績
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議案１号 

今後の取組について（案） 

１ 健康ポイント事業ＳＵＫＳＫ（スクスク）について 

（１）概要等 

  ①基本的な考え方 

新型コロナウイルス感染症法の５類移行を、社会活動や外出の機会が増える行動変容の

機会と捉え、ＳＵＫＳＫ推進強化月間を制定するなど、市民の健康増進を図る施策とし

て健康ポイント事業ＳＵＫＳＫを推進する。 

 

②登録者の状況 

   R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

累計目標登録者数 2,000 4,000 8,000 12,000 16,000 

累計登録者数 3,243 5,028 6,864 9,859 ※11,300 

累計事業所数 23 46 52 60 ※68 

累計登録者数：※令和 5年 7 月 11 日現在 11,300 名 

（内訳）スマホ 9,469 名、歩数計 874 名、手帳類 957 名 

  

（２）登録者数の拡大に関する取組 

① 市職員参加の促進 

 市職員自らがＳＵＫＳＫ生活の実践者となり市民に周知を図るため、グループウェアで 

参加促進を図る。 令和 5 年 5月 31 日現在 574 名（令和 5 年 3 月末日 341 名） 

②企業及び地域対象のＳＵＫＳＫ出前講座の開催 

 地域に飛び出す保健所を目指し、専門職による企業社員向け等の出前講座を実施するこ 

とで、健康経営やＳＵＫＳＫ生活の推進を図るとともに、事業所登録と社員のアプリ新 

規登録をサポートする。 

 出前講座については、食事や禁煙などテーマ別や時間別で複数の講座メニューを準備 

する。なお、周知については、商工観光部や商工会議所、市社会福祉協議会と連携する。 

③ＳＵＫＳＫポイントアップデーの創設 

 ＳＵＫＳＫ参加機会の創出及び市民の外出意欲を後押しするため、毎月第３土日や季節 

のイベントなどに合わせて付与ポイントを増加するキャンペーンを行う。 

④ポイント付与対象事業の拡大 

 市が行う事業だけでなく、市民団体や企業等が行う各種イベントを積極的に募集し、ポ 

イント付与対象事業を拡大する。 

⑤アプリ登録ガイダンス動画の制作 

 新規参加の障壁となりがちな登録手続をわかりやすく紹介するため、アプリ登録手続き 

や山形市健康ポイント事業の概要を説明した動画を制作し、利用促進を図る。 

 

資料６ 
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⑥ＳＵＫＳＫメニューの拡大 

   現在、中心市街地の１８店舗で提供されているＳＵＫＳＫメニューについて、対象を市 

内全域に拡大して提供を呼び掛ける。また、提供店を新たに facebook 等で紹介し、協

力メリットを増やす。 

⑦ＳＵＫＳＫマイスターの創設 

   ＳＵＫＳＫ生活に関して見識が高く、豊富な経験を持つ方をＳＵＫＳＫマイスターと 

して分野ごとに任命し、普及啓発を図る。 

⑧ＳＵＫＳＫスクールの開設 

   食事、運動、休養、社会、禁煙・受動喫煙防止の分野別のセミナーを開催し、ＳＵＫＳ 

Ｋ生活の普及を図る。 

⑨楽天ヘルスケア事業との連携 

   包括連携協定を締結した楽天グループ株式会社と協議を行い、健康の保持及び増進に 

関する具体的な連携事業の検討を進める。 

 

（３）実施スケジュール（案）について 

 

 

（４）記念品について 

年 3,500 本分のうち、前期抽選会 1,000 本、後期抽選会 2,000 本、新規参加者向けのデ 
ビューキャンペーン抽選会 500 本の記念品を準備予定。市内中心商店街等の商品券（紅

の蔵、麺類組合等）、山形の特産品（山形牛、果物等）等、地域へ還元される記念品を中

心に検討していく。 
 
（５）協賛事業者の募集について 

   市民の健康づくりを応援していただける協賛事業者を募集し、市民へ還元・ＰＲしてい 
くことで、協賛者と市民の双方に利益がある取り組みとしていく。 

 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

健
康
ポ
イ
ン
ト
事
業

・前期抽選
ポイント〆
切
※ポイント
は持ち越し

・15日
前期抽選

・アプリ登
録サポート
会

・第１回
フォトコン
テスト(夏)

・記念品発
送
 
 

・コンテス
ト結果集
計、表彰

・デビュー
キャンペー
ン抽選（新
規参加者対
象）

・記念品発
送

・アプリ登
録サポート
（街なか賑
わいフェス
タ）

・後期抽選
ポイント〆
切
※12月末で
ポイントリ
セット

・第２回
フォトコン
テスト(冬)

・25日
後期抽選

 
・コンテス
ト結果集
計、表彰

・記念品発
送

 

 

 

ヘ
ル
シ
ー
メ
ニ
ュ
ー

・SUKSKメ
ニュー
申請・認定 ・SUKSKメ

ニュー
周知

前期前期 後期
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２ 減塩対策について  

（１）推定食塩摂取量検査事業 

  ・公民館等で行う、特定健診、すこやか健診、７５歳以上の方の健康診査を受ける方

へ検査の意義を周知し、受診者数の増加に努める。 

・市民の食塩摂取状況の結果を周知し、減塩に取り組むきっかけを啓発する。 

 

（２）ＳＵＫＳＫ（スクスク）メニュー認定事業 

ＳＵＫＳＫ（スクスク）メニュー認定に協力してくださる飲食店を増やし、市民へ利用促 

進の周知を報道機関等も活用して行い、街全体で減塩に取り組む環境づくりの機会とな 

るよう事業を推進する。 

 

（３）減塩レシピ集の作成及び配布 

   第１弾減塩レシピ集を関係機関へ配布し、各種イベントで試食をしてもらうなど、市

民へ普及啓発する。また、減塩レシピ集第２弾は野菜たっぷりレシピを食生活改善推進

員や市内の高校生に募集し、作成・配布を行う。 

 

 

３ 受動喫煙防止対策について 

（１）改正健康増進法及び山形県受動喫煙防止条例に基づく取組 

   ・市民や事業所等からの受動喫煙に関する相談及び現地調査・指導の実施。 
   ・食品衛生責任者講習会において、受動喫煙防止に関する出前講座（教育）を実施。 
   ・禁煙週間（５月３１日～６月６日）に合わせ、ラジオモンスターハロー山形声の広

報に出演し、受動喫煙防止対策と歯の健康について情報提供を行う。 
   ・イエローグリーンキャンペーンやまがたの実施。 

世界禁煙デー及び禁煙週間に合わせ、山形城址二ノ丸東大手門等において、受動喫煙防動

喫煙防止等に関する普及啓発を行う。 
 

（２）山形市子どもの受動喫煙防止条例に基づく取組 

  ・市民や事業所などに対し「山形市子どもの受動喫煙防止条例」の周知啓発活動を積

極的に実施。 

・子どもの受動喫煙による被害からの保護を一層図るべく、市民や事業者及び保護者等

に対する教育を関係機関と連携しながら、積極的に実施。 
・市民、関係機関等と連携協力し、子どもの受動喫煙防止対策を推進するための環境を整

備。 
   ・小学校等において、受動喫煙防止に関する出前講座（教育）を実施。 
   ・５月の二十歳の祝賀会において、「山形市子どもの受動喫煙防止条例」のチラシを配布。 
   ・世界禁煙デー（５月３１日）に合わせ、市役所周辺の街頭において、「山形市子どもの受

動喫煙防止条例」を周知するためのティシュ及びチラシを配布し、街頭アンケートを実

施。 
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    ・山形市子どもの受動喫煙防止条例施行後において、子どもに対する受動喫煙の実情を把握

するために、市内市立小学校６年生とその保護者を対象に、受動喫煙防止対策に係るアン

ケート調査を実施。 
 
４ 山形市健康づくり２１の調査結果の分析及び次期計画策定について 

（１）（第２次）山形市健康づくり計画について 

令和６年度まで延長し、これまでどおり推進していく。 
（２）山形市健康づくり２１次期計画策定について 

令和５年度に最終評価及び現状把握のために、関係各課においてアンケート調査項目へ 
のご意見をいただき、９月に「山形市健康と生活習慣に関するアンケート調査」を実 
施。１２月以降には、統計資料等、保健データを収集させていただき、結果の分析を行 
うこととしている。 

（３）令和６年度について 

新たな「（第３次）山形市健康づくり２１」を策定する。計画策定スケジュール（案）に

ついては、資料７参照。  
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山形市健康づくり２１の次期計画策定について（案） 

 
１．「山形市健康づくり２１」の策定経過について 

（１）国 

平成１２年度より、国は、国民が主体的に取り組める新たな健康づくり運動として「２１世紀にお

ける国民健康づくり運動（健康日本２１）」を開始。平成２５年４月には「（第２次）健康日本２１」

を定め、一次予防に加えて、重症化予防に重点を置いた対策を推進する方針を示し、健康づくりを推

進。最終評価の取りまとめを行い、令和５年５月に新たな基本的方針を示し、令和６年度から「（第３

次）健康日本２１」が開始される。 
（２）山形県 

山形県は、「山形県健康増進計画」を見直し、平成２５年３月に３つの計画「山形県健康増進計画」、

「山形県がん対策推進計画」、「山形県歯科口腔保健計画」を一体化した「健康やまがた安心プラン」

を策定。令和５年度は評価・検証を行っているところである。   
（３）山形市 

山形市は、国や県の動きを受け、平成１４年度に「山形市健康づくり２１」を策定。平成２５年２

月に、国の「健康日本２１（第２次）」や「健やか親子２１」、県の「健康やまがた安心プラン」を踏

まえ、「（第２次）山形市健康づくり２１」を策定。 
 

２．趣旨 

「（第２次）山形市健康づくり２１」の計画期間は、平成２５年度から令和６年度までの１２年間。最

終評価を行うため、令和５年度に「山形市健康と生活習慣に関するアンケート調査」を実施し、令和６

年度に、「（第３次）山形市健康づくり２１」を策定することとする。 
  
３．主な関連計画について 

国は、「（第２次）健康日本２１」の計画期間を令和４年度までの１０年間としていたが、医療費適正

化計画等の見直しのサイクルと計画期間を一致させるため、告示を一部改正し計画期間を１年間延長し、

平成２５年度から令和５年までの１１年間とした。県も同様。 
（１）計画期間 

計画 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

(国) 健康日本 

２１(第二次) 
             

(県) 健康やまがた

安心プラン 

             

(市) 山形市健康 

づくり２１ 

             

 
 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 令和６年度 

4～6 月 7～9 月 10～11 月 1～3 月 4～6 月 7～9 月 10～11 月 1～3 月 

 

 

 

         

 

計画期間：H25～R4 

計画期間：H25～R4 

計画期間：H25～R4 

 延⻑ 

 延⻑ 

国:（第２次）健康日本２１最終評価 国 :次期健康づくり運動 

プラン策定・公表 

山形県 

計画策定 

資料７ 

山形市 

計画策定 
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（第３次）山形市健康づくり２１の計画策定スケジュールについて（案） 
                                令和５年９月１１日作成 

  ※4 月市民への公表（関係機関・団体への周知） 

時

期 
見直しの概要 評価体制 

具体的作業 

事務局（健康増進課） 

令
和
５
年
度 

Ⅰ．現状把握 

 策定時から中間評

価を経て最終年度ま

での山形市の健康レ

ベルを把握。目標値の

達成度を各保健デー

タ、アンケート等から

把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．新計画の健康課題 

の絞込み 

新計画における健

康課題の明確化、重点

化等の検討 

4 月：課内ワーキング 

（係内業務、課内） 

 

 

5 月：庁内ワーキング 

（関係課係長レベル） 

 

7 月：関係課長会議 
 

 

9 月：山形市健康医療先

進都市推進協議会幹事

会 

 

11 月：山形市健康医療先

進都市推進協議会 

 

12 月以降：庁内、関係

団体の関連データまとめ 

 

①目標値の達成状況把握 

 

 

 

②活動実績把握 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③健康課題の達成度の検

討 

 

④新たな健康づくり目

標値再設定の検討 

4 月：データのまとめ・整理・ 

資料作成 

 

 

5 月:保健統計基礎データ集計 

 

6 月：庁内関係各課及び関係団 

体の取組状況の把握、関 

係団体への聞き取り 

 

9 月：アンケート調査実施 

健康と生活習慣に関するア

ンケート（15～64歳3,000人） 

 

 

 

 

12 月末：アンケート調査結果報

告書完成 

 

1～3 月：健康づくり目標値(評

価指標)より達成度確認及び

健康課題の整理 

令
和
６
年
度 

Ⅲ．新計画における健 

康課題に対する行 

動計画の検討 

 

 

 

 

Ⅳ．計画書作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ.市民への公表 

4 月：課内ワーキング 

（データ分析・新計画

案について） 

 

6 月：庁内ワーキング 

（関係課係長レベル） 

 

7 月：関係課長会議 

 

 

⑤他計画との整合性の検

討 

 

 

⑥重点項目における健康

づくり行動計画の提案 

 

⑦計画案（素案）検討 

4 月：新計画に向けた健康課題 

の整理、取り組みの方向、評 

価指標の修正、優先度等を検 

討  

 

 

 

7 月：素案および行動計画検討 
・庁内関係課・関係団体の具 

体的行動計画の提案 

 

9 月末：新計画素案の策定完了 

10 月：山形市健康医療

先進都市推進協議会幹

事会（１回目）、課内ワ

ーキング（新計画につ

いて） 

11 月：庁内ワーキン

グ（関係課係長レベル ２

回目）、関係課長会議

（２回目） 

12 月：議会報告 

1 月：山形市健康医療先

進都市推進協議会幹事

会（２回目） 

2 月：山形市健康医療

先進都市推進協議会 

⑧パブリックコメント実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨計画案（素案） 

協議・承認 

10 月：PC 実施予告依頼（市報） 

HP 掲載準備、PC 実施市

長決裁 

・市民相談課、公民館へ依頼 

 

11/1：広報 PC 素案公表開始、 

メールチェック～11/30 

 

 

12～1 月：意見を受けての検討 

 

 

 

2 月：意見・市の考え・修正内 

容の公表準備 

・市民相談課・公民館へ依頼 

3 月：市政経営会議・

議会会報告 
⑩新計画作成 

 

・新計画印刷 
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